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2 0 2 1 年１月 
社会福祉士・精神保健福祉士養成校 
学 校 長  様 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
 会長 白澤 政和 

 
厚生労働省 令和二年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」の 
調査回答の協力について（ご依頼） 

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
本連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業による補助金を受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラムに
おける教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組んでいます。 
先般、社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格とも令和三年度より

新たなカリキュラムによる養成が実施されます。この見直しを受け本連盟では、ソーシャルワーク専門職
である社会福祉士・精神保健福祉士の期待が高まる今日的状況を踏まえ、国民の福祉に関するニーズに適
切に対応し支援を行うことができるソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士を養成す
る観点から、養成カリキュラム見直しの背景、新カリキュラムの構造、教育内容、教育方法等について教
員、実習指導者や事業所等が共有すべき内容と研修の検討及び試行等に関する調査研究事業を実施してお
ります。事業の一環として、全国の社会福祉士・精神保健福祉士養成校を対象に、新カリキュラムへの対
応のご状況や ICTの活用等に関する調査を実施します。この成果は、報告書にまとめて公開し、今後の各
種研修・講習会や教材の開発、教育の在り方を検討するための研究に活用いたします。 
つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、本調査票にご記入の上 2021年１月 31日（日）
（消印有効）まで に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。なお、調査
票へのご記入は、養成課程(社会福祉士・精神保健福祉士)の責任者の方にお願いいたします。 
また、実習担当教員を対象とした調査実施のご案内も同封しております。実習を担当されている教員の
方へお渡し頂き、回答のご協力をお呼びかけいただきますようお願い申し上げます。 
ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。  謹白 

 
■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い 
本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用し

ます。調査の報告書等結果の公表において養成校名・個人名を特定することは一切ありません。また、利
用目的を超えた使用はいたしません。 
本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、  
同意が得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力  
への同意をいただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利
益を受けることがないことを保障いたします。 

 
■ 本事業の協力団体 （順不同） 
全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会 
日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会 
 

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先 
 
 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 
〒108-0075 東京都港区港南 4-7-8 都漁連水産会館５階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：2020suishin @jaswe.jp 
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令和２年度 厚生労働省 社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」 

 

 

2021年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 

 

＜ 本調査の目的 ＞ 

 

先般、社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格とも令和三年度よ

り新たなカリキュラムによる養成が実施されます。この見直しを受け本連盟では、ソーシャルワーク専

門職である社会福祉士・精神保健福祉士の期待が高まる今日的状況を踏まえ、国民の福祉に関するニー

ズに適切に対応し支援を行うことができるソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士

を養成する観点から、養成カリキュラム見直しの背景、新カリキュラムの構造、教育内容、教育方法等

について教員、実習指導者や事業所等が共有すべき内容と研修の検討及び試行等に関する調査研究事業

を実施しております。事業の一環として、全国の社会福祉士・精神保健福祉士養成校を対象に、新カリ

キュラムへの対応のご状況や ICT の活用等に関する調査を実施します。この成果は報告書にまとめ、今

後の各種研修・講習会や教材の開発に活用いたします。 

 

＜ ご記入にあたって ＞ 

 
・回答は、課程の責任者の方にお願いいたします。 

・回答は、課程ごとにお答えください。 

※社会と精神の両方の課程をもっている学科等については、課程ごとに別の調査票に記入してくださ

い。調査票の数が不足していましたら下記までお申し付けください。余る場合はお手数ですが廃棄

してください。 

・回答は、該当する番号に○をつけて下さい。なお、一部必要事項を数字、文字でご記入していただ

く場合がありますが、その場合には、所定の位置に記入して下さい。 

・ご記入は、黒または青のボールペン・サインペンでお願いします。 

・本調査票への回答をもって、ご協力について同意いただいたものとさせていただきます。 

・ご回答いただきました調査票は、2021年1月31日（日）までに同封の返信用封筒にて切手を貼らず

に、郵便ポストへ投函して下さい。 

・調査票について、ご不明の点がございましたら下記までお問い合せください 

・調査へのご協力は任意です。協力しない場合にも一切不利益を受けることはありません。 

 

 

〈お問い合わせ先〉 
一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 
Eメ-ル：2020suishin@jaswe.jp 担当：早坂、杉本 

 

 

 

養成校調査 
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Ⅰ 養成校・養成課程の種別など 

該当する番号に◯をつけてください。 

問１． 所在する都道府県  

１ 北海道 ９ 栃木県 17 石川県 25 滋賀県 33 岡山県 41 佐賀県 

２ 青森県 10 群馬県 18 福井県 26 京都府 34 広島県 42 長崎県 

３ 岩手県 11 埼玉県 19 山梨県 27 大阪府 35 山口県 43 熊本県 

４ 宮城県 12 千葉県 20 長野県 28 兵庫県 36 徳島県 44 大分県 

５ 秋田県 13 東京都 21 岐阜県 29 奈良県 37 香川県 45 宮崎県 

６ 山形県 14 神奈川県 22 静岡県 30 和歌山県 38 愛媛県 46 鹿児島県 

７ 福島県 15 新潟県 23 愛知県 31 鳥取県 39 高知県 47 沖縄県 

８ 茨城県 16 富山県 24 三重県 32 島根県 40 福岡県   

問２． 養成種別 

１．四年制大学  ２．短期大学  ３．一般養成施設  ４．短期養成施設 ５．その他（                  ） 

問３． 養成課程 

１．社会福祉士養成課程  ２．精神保健福祉士養成課程 ３．その他（                            ） 

問４． 通信／通学の別 

１．通学  ２．通信 

 

Ⅱ．厚生労働省から示された新しい社会福祉士・精神保健福祉士のカリキュラムへの対応における貴課程での

取り組みについて、次の質問にお答えください。 

 

問５． 新しいカリキュラムへの対応に向けて、どのようなメンバ-でカリキュラムの見直し作業を行いましたか。次

の中から、あてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１．学部、学科、専攻等（課程を運営する組織単位）に所属する全教員で見直し作業をした。 

２．学部、学科、専攻等（課程を運営する組織単位）に所属する教員の中から、新カリキュラム対応検討委員会等を組織

して見直し作業をした。 

３．社会福祉士・精神保健福祉士の養成課程の指定科目担当者全員（専任教員）で見直し作業をした。 

４．社会福祉士・精神保健福祉士の養成課程において実習・演習の運営を担当している教員（専任教員）で検討した。 

５．社会福祉士・精神保健福祉士の養成課程を担当する教員の中から指名された教員が、一人で見直し作業をした。 

６．一人で課程を運営しているため、一人が見直し作業を担当した。 

７．実習指導室等の実習事務を担当する職員が主に見直し作業をした。 

８．事務局の職員が主に見直し作業を行った。 

 

問６． 新しいカリキュラムへの対応に向けて、どの範囲のカリキュラムの見直しを行いましたか。次の中から最も

あてはまるものを一つだけ選び、番号に〇をつけてください。 

１．学部、学科、専攻などのカリキュラム（社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格にかかる指定科目及びその

他の独自の科目、ゼミなど）を全面的に見直した。 

２．社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格にかかる指定科目のみを全体的に見直した。 

３．社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格にかかる指定科目のうち、現行カリキュラムから変更になった科目

のみ、学年配当等を見直した。 

４．現行カリキュラムを、学年配当等をほとんど変更しないように、科目名とシラバスのみを見直した。 
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問７． 新しいカリキュラムへの対応にあたり、他の養成校・課程（学内の別の課程を含まない）と情報交換をしまし

たか。次の中からあてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１．他の養成校・課程に情報提供を依頼した。 

２．他の養成校・課程から情報提供を依頼された。 

３．他の養成校・課程とのやり取りはなかった。 

 

問８． 新カリキュラムにおける次の科目について、貴課程での配当年次・学年に○をつけてください。 

※短期大学・養成施設等で課程そのものに４年次までの設置がない場合も、入学から何年目に履修するカリキュ

ラムになっているかをお答えください。  

科目 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 

医学概論 １ ２ ３ ４ 

心理学と心理的支援 １ ２ ３ ４ 

社会学と社会システム １ ２ ３ ４ 

社会福祉の原理と政策 １ ２ ３ ４ 

社会福祉調査の基礎 １ ２ ３ ４ 

ソーシャルワークの基盤と専門職 １ ２ ３ ４ 

ソーシャルワークの基盤と専門職(専門）（社会） １ ２ ３ ４ 

ソーシャルワークの理論と方法 １ ２ ３ ４ 

ソーシャルワークの理論と方法(専門）（社会） １ ２ ３ ４ 

地域福祉と包括的支援体制 １ ２ ３ ４ 

福祉サービスの組織と経営 １ ２ ３ ４ 

社会保障 １ ２ ３ ４ 

高齢者福祉 １ ２ ３ ４ 

障害者福祉 １ ２ ３ ４ 

児童・家庭福祉 １ ２ ３ ４ 

貧困に対する支援 １ ２ ３ ４ 

保健医療と福祉 １ ２ ３ ４ 

権利擁護を支える法制度 １ ２ ３ ４ 

刑事司法と福祉 １ ２ ３ ４ 

精神医学と精神医療 １ ２ ３ ４ 

現代の精神保健の課題と支援 １ ２ ３ ４ 

精神保健福祉の原理・ １ ２ ３ ４ 

ソーシャルワークの理論と方法（専門）（精神） １ ２ ３ ４ 

精神障害リハビリテーション論 １ ２ ３ ４ 

精神保健福祉制度論 １ ２ ３ ４ 
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問９． 「問８」で回答した科目の学年配当は、「講義で修得した知識を実習・演習等で統合」することを意識したも

のになっていると思いますか。次の中から最もあてはまるものを一つだけ選び、番号に〇をつけてください。 

１．かなり意識したものになっている。 

２．少しは意識したものになっている。 

３．あまり意識したものになっていない。 

４．まったく意識したものになっていない。 

 

問１０． 「問８」で回答した科目の学年配当は、「実習等の体験を講義・演習等で再統合し、総合的な能力を修得」

することを意識したものになっていると思いますか。次の中から最もあてはまるものを一つだけ選び、番号に〇

をつけてください。 

１．かなり意識したものになっている。 

２．少しは意識したものになっている。 

３．あまり意識したものになっていない。 

４．まったく意識したものになっていない。 

 

問１１． 国の政策理念である地域共生社会の実現に貢献する人材の育成が期待されていますが、新カリキュラ

ムにどのように反映しましたか。以下の欄に自由に記入してください。 

 

 

 

 

Ⅲ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う、講義科目、演習科目におけるＩＣＴの活用状況等について 

 

問１２． 課程全体におけるＩＣＴ（情報通信技術）、とくにビデオミーティングツールの活用状況と教育効果について

お答えください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階

であてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果（単一回答） 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問１２-１．BYOD（学生が全員、自分の PC を授業

に持参する）に取り組む。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１２-２．日頃から、ビデオミーティングツールを、

課程を運営する教員間でのコミュニケ-ションに

活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１２-３．日頃から、ビデオミーティングツールを、

学生と連絡を取り合うツ-ルとして、活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１２-４．ネット上に、学生と教員が学びあえるコミ

ュニティを構築する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１２-５．ネット上に、学生同士が学びあえるコミュ

ニティを構築する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 
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問１３． 講義科目のうち、「相談援助の基盤と専門職」「精神保健福祉相談援助の基盤」（ソーシャルワークの基盤

と専門職）におけるＩＣＴ（情報通信技術）、特にビデオミーティングツールの活用状況と教育効果についてお答えく

ださい。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階

であてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果(単一回答) 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問１３-１．講義科目を、対面と同時双方向型のビ

デオミーティングツールを活用したオンライン授

業を組み合わせて実施し、履修者が自由な場

所で授業を受けられる仕組みを作る。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-２．講義科目をオンデマンド型の授業によっ

て実施し、履修者が自由な時間と場所で授業を

受けられる仕組みを作る。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-３．繰り返し活用可能な映像教材を独自に

作成し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-４．オンデマンド型の教材を他の大学や専

門学校等と共有し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-５．海外のソーシャルワーク実践を学ぶため

ビデオミーティングツールを活用するなどの工

夫をする。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-６．災害時の教育の運営・実施体制の構築

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-７．講義科目等での資料のペーパーレス化

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１３-８．その

他の活用  

※自由記述 

 

問１３-９． 活用

を考えていな

い 

 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつけ、理由を記入してください。 

１ ※自由記述 

 

 

 

問１４． 講義科目のうち、「相談援助の理論と方法」「精神保健福祉の理論と相談援助の展開」（ソーシャルワーク

の理論と方法）におけるＩＣＴ（情報通信技術）、とくにビデオミーティングツールの活用状況と教育効果についてお

答えください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階

であてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果（単一回答） 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問１４-１．講義科目を、対面と同時双方向型のビ

デオミーティングツールを活用したオンライン授

業を組み合わせて実施し、履修者が自由な場

所で授業を受けられる仕組みを作る。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-２．講義科目をオンデマンド型の授業によっ

て実施し、履修者が自由な時間と場所で授業を

受けられる仕組みを作る。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-３．繰り返し活用可能な映像教材を独自に

作成し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 
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問１４-４．オンデマンド型の教材を他の大学や専

門学校等と共有し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-５．海外のソーシャルワーク実践を学ぶため

ビデオミーティングツールを活用するなどの工

夫をする。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-６．災害時の教育の運営・実施体制の構築

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-７．講義科目等での資料のペーパーレス化

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１４-８．その

他の活用  

※自由記述 

 

問１４-９．活用

を考えていない 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつけ、理由を記入してください。 

１ ※自由記述 

 

 

 

問１５． 講義科目のうち、「地域福祉の理論と方法」（地域福祉と包括的支援体制）におけるＩＣＴ（情報通信技術）、

特にビデオミーティングツールの活用状況と教育効果についてお答えください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階

であてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果(単一回答) 
実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問１５-１．講義科目を、対面と同時双方向型のビ

デオミーティングツールを活用したオンライン授

業を組み合わせて実施し、履修者が自由な場

所で授業を受けられる仕組みを作る。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-２．講義科目をオンデマンド型の授業によっ

て実施し、履修者が自由な時間と場所で授業を

受けられる仕組みを作る。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-３．繰り返し活用可能な映像教材を独自に

作成し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-４．オンデマンド型の教材を他の大学や専

門学校等と共有し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-５．海外のソーシャルワーク実践を学ぶため

ビデオミーティングツールを活用するなどの工

夫をする。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-６．災害時の教育の運営・実施体制の構築

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-７．講義科目等での資料のペーパーレス化

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１５-８．その

他の活用  

※自由記述 

 

問１５-９． 活用

を考えていな

い 

 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつけ、理由を記入してください。 
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問１６． 講義科目において、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用には、どのような利点があると考えていますか。次の中か

らあてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

 とても

あては

まる 

まああて

はまる 

あまりあ

てはまら

ない 

まったくあ

てはまら

ない 

１．学生の学びにかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

２．学生の授業の理解度を高めることができる。 １ ２ ３ ４ 

３．学生と教員のコミュニケーションの質を高めることができる。 １ ２ ３ ４ 

４．教員の教育にかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

５．養成校の教育にかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

６．居住地に関係なく様々な人の話を聞く機会をつくることができる。 １ ２ ３ ４ 

７．災害などの緊急時にも、教育を継続することができる。 １ ２ ３ ４ 

８．キャンパスに一度も通わず、社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格

を取得できる。 
１ ２ ３ ４ 

９．学生の居住地にかかわらず、全国から学生を受け入れることができる。 １ ２ ３ ４ 

１０．科目の単位取得のスケジュールを柔軟に考えることができる。 １ ２ ３ ４ 

 

問１７． 講義科目における、教育効果や教育の質を担保するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の問題点や

導入の課題と考える点等を自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

問１８． 演習科目におけるＩＣＴ（情報通信技術）、とくにビデオミーティングツールの活用状況と教育効果について

お答えください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階で

あてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果（単一回答） 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問１８-１．演習科目を対面と同時双方向型のビデ

オミーティングツールを活用したオンライン授業

を組み合わせて実施し、履修者が自由な場所

で授業を受けられる仕組みを作る。 

１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１８-２．繰り返し活用可能な映像教材を独自に

作成し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１８-３．オンデマンド型の教材を他の大学や専

門学校等と共有し、授業に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１８-４．実践現場とビデオミーティングツールを

活用するなどＩＣＴで接続して授業を実施する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１８-５．海外のソーシャルワーク実践を学ぶため

ビデオミーティングツールを活用するなどの工

夫をする。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問１８-６．災害時の教育の運営・実施体制の構築

に活用する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 
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問１８-７．その他の活用 ※自由記述 

 

問１８-８．活用

を考えていない 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつれ、理由を記入してください。 

１ ※自由記述 

 

 

 

問１９． 演習科目において、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用には、どのような利点があると考えていますか。次の各項

目であてはまるものを一つ選び、番号に〇をつけてください。 

 とても

あては

まる 

まああて

はまる 

あまりあ

てはまら

ない 

まったくあ

てはまら

ない 

１．学生の学びにかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

２．学生の授業の理解度を高めることができる。 １ ２ ３ ４ 

３．学生と教員のコミュニケーションの質を高めることができる。 １ ２ ３ ４ 

４．教員の教育にかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

５．養成校の教育にかかる負担を軽減できる。 １ ２ ３ ４ 

６．居住地に関係なく様々な人の話を聞く機会をつくることができる。 １ ２ ３ ４ 

７．災害などの緊急時にも、教育を継続することができる。 １ ２ ３ ４ 

８．キャンパスに一度も通わず、社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格

を取得できる。 
１ ２ ３ ４ 

９．学生の居住地にかかわらず、全国から学生を受け入れることができる。 １ ２ ３ ４ 

１０．科目の単位取得のスケジュールを柔軟に考えることができる。 １ ２ ３ ４ 

 

問２０． 演習科目における教育効果や教育の質を担保するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の問題点や導

入の課題と考える点等を自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Ⅵ 実習の指導体制について、次の質問にお答えください。 

 

問２１． 実習施設・指導者との会議・連携のための会合（実習に関するものに限定します。連絡会やスーパーバイ

ザー会議、交流会、情報交換会等）の年間開催回数と、その内容について数字を記入し、又はあてはまるものす

べて選び、それぞれの数字に○をつけてください。 

※教員個人と実習施設とのやりとりではなく、養成校として行っている回数をお答えください。 

 

問２１-１． 現在の年間開催回数（概数） 

                               回 
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問２１-２． 実習施設・指導者との会議の内容 

実習施設・指導者との会議等の内容 現在実施している 新カリキュラムで実

施する予定 

１．連絡会議 １ ２ 

２．実習指導者同士の情報共有  １ ２ 

３．学生の実習報告会の公開 １ ２ 

４．実習指導者から学生へのフィードバック １ ２ 

５．実習をテーマとしたシンポジウム １ ２ 

６．実習指導者と教員が学習するための研修 １ ２ 

７．実習指導者と実習生間での学びの共有 １ ２ 

８．その他 １ ２ 

 

問２２． 現在のカリキュラムにおいて、養成校・課程として、実習指導者と、以下の内容の研修や会議を実施したこ

とはありますか。各項目の研修・会議について、あてはまるものをすべて選び、数字に○をつけててください。 

研修や会議の内容 研修を実施した

ことがある 

会議を実施した

ことがある 

研修・会議は実

施していない 

１．実習生へのスーパービジョン １ ２ ３ 

２．実習評価の方法 １ ２ ３ 

３．実習記録作成指導について １ ２ ３ 

４．実習プログラムについて １ ２ ３ 

５．実習において配慮が必要な学生への対応について １ ２ ３ 

６．実習施設側からみた実習受入れの課題の共有 １ ２ ３ 

７．実習施設から養成校への要望 １ ２ ３ 

８．感染症対策 １ ２ ３ 

９．その他 １ ２ ３ 

 

問２３． 養成校・課程としての実習の運営についてお答えください。 

問２３-１．養成校・課程として、実習の運営において、本連盟が 2020 年３月に作成した「ソーシャルワーク実習指

導・実習のための教育ガイドライン」は踏まえていますか。あてはまるほうを一つ選び、番号に○をつけてください。 

１．ガイドラインを知っており踏まえている。 

２．ガイドラインを知っているが踏まえていない。 

３．ガイドラインを知らない。 

 

問２３-２．養成校・課程として、実習の運営において実施していること、検討していることについて、あてはまるもの

を一つ選び、数字に○をつけてください。 

項目 実施している 検討している 実施も検討も 

していない 

１．モデルになる実習プログラムについて、実施要綱や実習の手

引き等に具体的に記載し実習先へ渡している 
１ ２ ３ 

２．実習先に、実習プログラムの事前送付を依頼している １ ２ ３ 

３．実習先に、実習生に対するオリエンテーションの実施を、１ヶ

月程度事前に実施するように依頼する 
１ ２ ３ 

４．実習施設・機関と協働して実習プログラムを作成している １ ２ ３ 
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５．宿泊、通勤費の学生の自己負担の公平化 １ ２ ３ 

６．実習報告集を作成して実習先へ送付する １ ２ ３ 

７．実習の前に福祉施設等への見学や訪問、ボランティア活動

を勧めている 
１ ２ ３ 

８．その他 ※自由記述 

 

 

問２４． 新カリキュラムにおける実習の実施学年、時期及び時間数をお答えください。   

※短期大学・養成施設等で課程そのものに４年目までの設置がない場合は、入学から何年目に履修するカリキュ

ラムになっているかをお答えください。 

※社会と精神の両方の課程をもっている学科等については、課程ごとに別の調査票に記入してください。 

 実施年 時期（すべてに〇） 時間数 

1か所目 

１．1年目 

２．2年目 

３．3年目 

４．4年目 

１．前期 

２．夏季 

３．後期 

４．春季 

１．30時間 

２．60時間 

３．120時間 

４．180時間 

５．不明 

６．実習生ごとに異なる 

2か所目 

１．1年目 

２．2年目 

３．3年目 

４．4年目 

１．前期 

２．夏季 

３．後期 

４．春季 

１．30時間 

２．60時間 

３．120時間 

４．180時間 

５．不明 

６．実習生ごとに異なる 

 

問２５． 新カリキュラムにおける実習指導・演習の配当年次・学年に各学年の時間数をお答えください。   

※短期大学・養成施設等で課程そのものに４年目までの設置がない場合は、入学から何年目に履修するカリキ

ュラムになっているかをお答えください。 

※社会と精神の両方の課程をもっている学科等については、課程ごとに別の調査票に記入してください。 

科目群 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 

ソーシャルワーク実習指導（社会 90 時

間、精神 90時間） 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

ソーシャルワーク演習（共通）30時間 
（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

ソーシャルワーク演習（社会専門）120時

間（精神専門）90時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

（      ） 

時間 

 

問２６． 新カリキュラムにおいて（精神保健福祉士養成課程では現行から）２以上の実習施設で実習を行うこと

となっています。２か所の実習指導を担当する教員について、次の中からあてはまるものを一つ選び、番号に

○をつけてください。 

１．２カ所とも同じ教員が実習指導を担当する。 

２．１カ所ずつそれぞれ異なる教員が実習指導を担当する。 

３．実習生によって異なる。 

４．決まっていない。   
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問２７． ２か所での実習の連続性を確保するため、貴養成校・課程ではどのような工夫をする予定ですか。もしく

はすでにされていますか。次の中から、あてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１． どちらの実習も同じ実習指導担当教員が、実習生の指導を担当する。 

２． １か所目の実習指導者の実習評価を、２か所目の実習指導者に事前に共有する。 

３． １か所目の実習先での実習計画書の達成状況について、２か所目の実習先に共有する。 

４． １か所目の実習指導者と 2か所目の実習指導者が情報共有する機会を設ける。 

５． その他（                                      ） 

６． ２か所での実習の連続性を確保する工夫はしていない。また、予定していない。 

 

 

Ⅶ 実習・実習指導科目におけるＩＣＴの活用 

 

問２８． 実習におけるＩＣＴ（情報通信技術）、とくにビデオミーティングツールの活用状況と教育効果についてお答え

ください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階で

あてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 

 活用状況（複数回答） 教育効果（単一回答） 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問２８-１．実習の一部もしくは全部をビデオミーテ

ィングツールを活用したオンライン（遠隔）で実

施する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問２８-２．実習先の職場や職種の理解に関する講

義部分を、実習時間に含まず、事前にオンデマ

ンドで実施する。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問２８-３．その他の活用 ※自由記述 

 

問２８-４．活用

を考えていない 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつけ、理由を記入してください。 

１ ※自由記述 

 

 

 

問２９． 実習科目における教育効果や教育の質を担保するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の問題点や導

入の課題と考える点等を自由にお書きください。 

 

 

 

 

問３０． 実習指導におけるＩＣＴ（情報通信技術）、とくにビデオミーティングツールの活用状況と教育効果について

お答えください。 

※「活用状況」は、あてはまるものをすべて選び、それぞれの数字に○をつけてください。「教育効果」は、現段階で

あてはまるものを一つ選び、数字に○をつけてください。 

※「活用状況」について、今年度一度でも実施した場合は「今年度すでに実施している」に○をつけてください。 
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 活用状況（複数回答） 教育効果（単一回答） 

実施可

能 

今年度

すでに

実施し

ている 

認めら

れれば

実施す

る予定 

対面より著

しく効果が

劣る 

対面実施よ

り効果が劣

るが許容範

囲内である 

対面実施と

同等程度の

効果がある 

対面以上

の効果が

ある 

問３０-１．実習受け入れに関する打ち合わせを、

実習受け入れ施設・機関の実習指導者と実習

指導担当教員の２者で、ビデオミーティングツー

ルを活用したオンライン（遠隔）で実施する。 

１ ２  １ ２ ３ ４ 

問３０-２．実習前の実習に関する打ち合わせを、

実習指導者、実習生、実習指導担当教員の３

者で、ビデオミーティングツールを活用したオン

ライン（遠隔）で実施する。 

１ ２  １ ２ ３ ４ 

問３０-３．実習指導者による実習生へのオリエンテ

ーションをビデオミーティングツールを活用した

オンライン（遠隔）で実施する。 
１ ２  １ ２ ３ ４ 

問３０-４．実習の巡回指導を、ビデオミーティング

ツールを活用したオンライン（遠隔）で実施す

る。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問３０-５．実習の帰校日指導をビデオミーティング

ツールを活用したオンライン（遠隔）で実施す

る。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問３０-６．実習の振り返りを、実習指導者、実習

生、実習指導担当教員の３者で、ビデオミーティ

ングツールを活用したオンライン（遠隔）で実施

する。 

１ ２  １ ２ ３ ４ 

問３０-７．実習報告会をオンライン（遠隔）もしくは

対面とビデオミーティングツールを活用したオン

ラインのハイブリッドで実施する。 
１ ２  １ ２ ３ ４ 

問３０-８．ビデオミーティングツールを活用して、実

習中の指導を週２回以上、必要に応じて行う。

実習指導を週２回以上、必要に応じて行う。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問３０-９．ビデオミーティングツールを活用して、実

習指導以外の実習生とのコミュニケーションの

回数を増やす。 
１ ２ ３ １ ２ ３ ４ 

問３０-１０．その他の活用 ※自由記述 

 

 
問３０-１１． 

活用を考えてい

ない 

「活用を考えていない」にあてはまる場合は数字に○をつけ、理由を記入してください。 

１ ※自由記述 

 

 

 

問３１． 実習・実習指導の実施において、ＩＣＴ（情報通信技術）とくにビデオミーティングツールの活用には、どのよ

うな利点があると考えていますか。次の各項目であてはまるものを一つ選び、番号に〇をつけてください。 

 
とても

あては

まる 

まああて

はまる 

あまりあ

てはまら

ない 

まったくあ

てはまら

ない 

１．コミュニケーションがより円滑に

なる。 

１-１．実習指導者、実習生、実習指導担当

教員の３者 
１ ２ ３ ４ 

１-２．実習指導者と実習指導担当教員 

 
１ ２ ３ ４ 

１-３．実習指導者と実習生 １ ２ ３ ４ 
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２．実習にかかる負担を軽減でき

る。 

２-１．実習指導担当教員の負担 １ ２ ３ ４ 

２-２．実習指導者の負担 １ ２ ３ ４ 

２-３．実習生の負担 １ ２ ３ ４ 

３．実習中の実習指導の頻度を上げられることで、よりきめ細やかな実習指導が可

能となる。 
１ ２ ３ ４ 

４．実習中の実習指導以外のコミュニケーションの頻度を上げられることで、よりき

め細やかな支援が可能となる。 

 
１ ２ ３ ４ 

５．実習指導者とのコミュニケーションの頻度を上げられることで、よりきめ細やか

な実習体制づくりが可能となる。 

 
１ ２ ３ ４ 

６．実習生と実習指導者、実習指導担当教員の３者での打ち合わせを、対面で実

施するのとビデオミーティングツールを活用したオンラインで実施するのでは、

少なくとも同等の効果が得られる。 
１ ２ ３ ４ 

７．実習指導担当教員による実習指導 
７-１．より効果的に実施できる。 １ ２ ３ ４ 

７-２．より効率的に実施できる。 １ ２ ３ ４ 

８．実習生への実習指導を、対面で実施するのとビデオミーティングツールを活用

したオンラインで実施するのでは、少なくとも同等の効果が得られる。 
１ ２ ３ ４ 

９．実習生が、実習での学びをより深めることができる。 １ ２ ３ ４ 

１０．多様な学生を実習に配属する可能性が高まる。 １ ２ ３ ４ 

１１．養成校から離れたところに出身地がある学生が、出身地の施設・機関で実習

を実施することができる。 
１ ２ ３ ４ 

１２．遠隔地や山間地などでの実習を実施することができる。 １ ２ ３ ４ 

１３．学生が日本国外で実習できる可能性が高まる。 １ ２ ３ ４ 

１４．災害時等に実習を継続できる可能性が高まる。 １ ２ ３ ４ 

 

問３２． 実習指導科目における教育効果や教育の質を担保するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の問題点や

導入の課題と考える点等を自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

Ⅳ 災害時の教育体制について 

 

問３３． 災害時等の教育体制について、災害時にも教育を止めないための取り組みとして、事業継続計画（BCP）

を策定していますか。次の中から最もあてはまるものを一つだけ選び、番号に〇をつけてください。 

１．すでに策定済みである。 

２．現在、策定作業中である。 

３．策定する予定である。 

４．策定するかどうかを検討中である。 

５．策定について、何も検討していない。 
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問３４． 災害時等の教育体制について、災害時にも教育を止めないための取り組みとして、どのようなことを実施し

ていますか。次の中からすべて選び、番号に〇をつけてください。 

※事業継続計画（BCP）の策定有無や当該計画への位置づけの有無にかかわらず、現状をお答えください。 

１．災害時等に学生、教職員の身の安全を確保するための準備がある。 

２．災害時等に本部機能および各部局機能の維持・早期復旧するための準備がある。 

３．災害時等でも、学生を予定通りに卒業・就職、受け入れ等を行うための準備がある。 

４．災害時等でも、教育・研究環境を提供するための準備がある。 

５．災害時等でも、学生への大学生活等への諸支援を行うための準備がある。 

６．災害時等に教職員の雇用を確保するための準備がある。 

７．キャンパスおよび周辺地域における災害の種類や被害の大きさを想定している。 

８．災害時等の対応体制を決めている。 

９．災害時等の対応拠点・代替拠点を確保している。 

１０．災害時等に優先する業務を整理している。 

１１．災害時等に活用可能な資源（人、資機材、サービスなど）をリストアップしている。 

１２．災害時等に資源を調達しあえる大学や関係機関との連携を構築している。 

１３．災害時等に情報・通信システムに被害が出た場合の準備がある。 

１４．災害時等を想定して、重要情報を管理している。 

１５．広域協力支援体制として、被害の少なかった養成校との連携・ネットワークがある。 

１６．その他（                                       ） 

１７．災害時等の教育体制については、何も準備していない。 

 

 

Ⅴ．貴課程の人材養成の方針について、次の質問にお答えください。 

 

問３５． 貴課程では、アドミッション／カリキュラム／ディプロマポリシー（全体）などの「人材養成の方針」を作成し

ていますか。あてはまるほうを一つだけ選び、番号に○をつけてください。 

１． 作成している。   →問２３以降にお進みください。 

２． 作成していない。  →「Ⅵ 実習の指導体制」にお進みください。 

 

問３６． 養成課程が設置されている学科等の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー等）は、どのような内容

が位置づけられていますか。次の中からあてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１．ソーシャルワーク専門職を目指す。 

２．社会福祉士・精神保健福祉士を目指す。 

３．介護の仕事を目指す。 

４．人の役に立つことを目指す。 

５．社会の役に立つことを目指す。 

６．広く国内の社会問題に関心を持つ。 

７．国際的な問題に関心を持つ。 

８．地域社会およびそこでの問題に関心を持つ。 

９．その他（                                      ） 
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問３７． 養成課程が設置されている学科等のディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針等）は、どのような内

容に関連するものになっていますか。次の中からあてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１． ソーシャルワーク専門職のグロ-バル定義を参考にした。 

２． ソーシャルワーカーの倫理綱領を参考にした。 

３． 社会福祉士・精神保健福祉士に関する厚生労働省の通知等を参考にした。 

４． 特に、上記のものは参考にしなかった。 

 

問３８． 養成課程が設置されている学科等のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針等）は、どのように

工夫をしましたか。次の中からあてはまるものをすべて選び、番号に〇をつけてください。 

１．ソーシャルワーク専門職のグローバル定義に関連する内容をよりよく学べる。 

２．ソーシャルワーカーの倫理綱領に関連する内容をよりよく学べる。 

３．社会福祉士・精神保健福祉士に関する厚生労働省の通知に関連する内容をよりよく学べる。 

４．座学・演習・実習で循環的に学べる。 

５．特に、上記の内容について工夫していない。 

 

 

Ⅷ 卒後の進路について、次の質問にお答えください。 

 

問３９． 社会福祉士・精神保健福祉士養成校・課程での学びをいかせる就職先への就職を促進する取組として、

貴養成校・課程ではでどのような取り組みをしていますか。次の中からあてはまるものをすべて選び、番号に

〇をしてください。 

１．公務員試験講座を、養成課程の学生を対象に養成校・課程で独自に開講している。 

２．社会福祉法人等と協力して、養成校・課程での学びをいかせる就職のフェアやセミナーを独自に開催する。 

３．様々な分野別の就職フェアや就職セミナーを養成校・課程で独自に開催している。 

４．養成校・課程での学びをいかせる就職を中心とした進路相談室等を養成校・課程で独自に設置している。 

５．養成校・課程での学びをいかせる就職先の求人情報を集約し、学生に提供する仕組みを作っている。 

６．求人情報や相談を受け付ける窓口をわかりやすく外部に知らせている。 

７．他の養成校・課程と共同で、養成校・課程での学びをいかせる就職のフェアやセミナーを開催している。 

８．外部団体の主催で開催されている社会福祉法人等の就職フェアや就職セミナーへの参加を学生に勧める。 

９．職能団体と連携している。 

１０．その他（                                      ） 

１１．養成校・課程での学びをいかせる就職先への就職を促進する取り組みは行っていない。 

 

 

Ⅸ 養成課程についてお答えください。 

 

問４０． 2021 年度の課程への入学定員数 

人 

 

問４１． 地方厚生局確認申請または設置（変更）申請を行った直近の貴養成課程の学年定員 

人 

 

資料編－227



問４２． 地方厚生局確認申請または設置（変更）申請に記入した貴養成課程の学年定員について、新カリキュ

ラムの実施に伴って増減させる予定はありますか。次の中から、あてはまるものを一つだけお選びください。 

１．養成課程の学年定員を増員する予定である。 

２．養成課程の学年定員を削減する予定である。 

３．養成課程の学年定員を変更する予定はない。 

４．養成課程を廃止する予定である。 

 

問４３． 2020 年度に実習科目の履修登録を行った人数 

人 

 

問４４． 2019 年度の国家試験受験者数（新卒者。回答している課程で受験した人数） 

※社会と精神の両方の課程をもっている学科等については、課程ごとに別の調査票に記入してください。 

                  人 

 

問４５． 養成課程を運営する専任教員の人数（非常勤教員を含まない） 

人 

 

問４６． 実習（指定科目）を運営する専任教員の人数（非常勤教員を含まない） 

人 

 

問４７． 2020 年度の実習指導クラスの 1 クラスの平均学生人数 

※複数の教員で１クラスを担当している場合は、一人当たりの人数としてご記入ください（例：10人の学生を 2人

の教員で担当している場合は５人とご記入ください） 

人 

 

問４８． 実習指導クラスのクラス分けの方法 

１．分野別     ２．分野横断型     ３．教員別     ４．その他（                       ） 

５．実習の履修者が少ないためクラス分けの必要がない    ６．実習の履修者がいない 

 

問４９． 実習施設の契約施設数（確認申請に記載している施設数） 

カ所 

 

問５０． 学校名・学部名 （自由回答：今後調査にご協力いただける場合はご回答ください） 

 

 

学校名：                       学部：                      学科・課程・ｺ-ｽ：                         

 

ご連絡先電子メ-ル：                      
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2 0 2 1 年１月 
社会福祉士・精神保健福祉士養成校 
実習・実習指導担当教員  様 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
 会長 白澤 政和 

 
厚生労働省 令和二年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」への 
教員アンケート回答ご協力について（ご依頼） 

 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
本連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業による補助金を受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラム

における教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組んでいます。 
先般、社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格ともに令和３年度よ

り新たなカリキュラムによる養成が実施されます。この見直しを受け本連盟では、ソーシャルワーク専門
職である社会福祉士・精神保健福祉士の役割が高まっている今日的状況を踏まえ、国民の福祉に関するニ
ーズに適切に対応し支援を行うことができる社会福祉士・精神保健福祉士を養成する観点から、養成カリ
キュラム見直しの背景、新カリキュラムの構造、教育内容、教育方法等について教員、実習指導者や事業
所等が共有すべき内容と研修の検討及び試行等に関する調査研究事業を実施しております。この事業の一
環として、全国の社会福祉士・精神保健福祉士養成校にて社会福祉士、精神保健福祉士養成校で、両養成
課程の実習・実習指導科目を担当している教員を対象に、実習・実習指導に関する調査を実施します。こ
の成果は、報告書にまとめて公開し、今後の各種研修・講習会や教材の開発、教育の在り方を検討するた
めの研究に活用いたします。 
つきましては、調査の趣旨をご理解の上 2021年１月 31日（日）23：59まで に下記QRコード 
よりWebサイトへアクセスの上、オンラインフォームからご回答いただきますようお願い申し上げます。 
ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。  謹白  

 
■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い 
本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用し

ます。調査の報告書等結果の公表において養成校名・個人名を特定することは一切ありません。また、利
用目的を超えた使用はいたしません。 
本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。フォームに記載の本調査の趣旨を

ご一読いただき、同意が得られる場合のみご回答くださいますようお願い申し上げます。本調査への回答
をもって調査協力への同意をいただいたものといたします。なお、同意されない場合には回答の必要はな
く、いかなる不利益を受けることがないことを保障いたします。 
■ 本事業の協力団体 （順不同） 
全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会 
日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会 

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先 
 
 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 
〒108-0075 東京都港区港南 4-7-8 都漁連水産会館 5階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：2020suishin @jaswe.jp 

対象  ：社会福祉士、精神保健福祉士養成校で、両養成課程の 
実習・実習指導科目を担当している教員 

回答方法：右記ＱＲコードよりアクセスいただくか、以下URLよりアクセスし、 
回答ください。。 

https://pro.form-mailer.jp/fms/7f32a91e213948 
･ 会員校宛メールでご案内いたしますので、ぜひご協力をお願いします。 
･ 各課程から何名様でもご回答いただけます。お１人様１回のみご回答ください。 

 

実習・実習指導科目を担当している教員へお渡しください 
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社会・精神 養成課程 実習・実習指導担当教員調査 

 

厚生労働省 令和二年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」への 

ご協力のお願い 

 

実施主体：日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 

本連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業による補助金を受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラムに

おける教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組んでいます。 

社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しを受け、国民の福祉に関するニーズに適切に

対応し支援を行うことができる社会福祉士・精神保健福祉士を養成する観点から、全国の社会福祉士・精

神保健福祉士養成校の実習・実習指導をご担当の先生方を対象に調査を実施致します。 

つきましては、業務ご多忙のところ恐縮ではございますが、本件調査へのご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

・調査対象：社会福祉士、精神保健福祉士養成校で、両養成課程の実習・実習指導科目を担当している教

員 

・回答期限 2021 年１月 31 日（日）まで 

・お１人様１回のご回答にご協力ください。 

 

■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱いについて 

本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用しま

す。本調査において、養成校名・個人名を回答する項目はありませんので、調査の報告書等結果の公表に

おいて養成校名・個人名を特定できるデータを公表することは一切ありません。また、利用目的を超えた

使用はいたしません。 

本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、同

意が得られる場合のみご送信くださいますようお願い申し上げます。本調査の回答送信をもって調査協

力への同意をいただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不

利益を受けることがないことを保障いたします。 

 

 

 

 

問１ 養成校での実習指導（社会福祉士あるいは精神保健福祉士）の経験年数をお答えください。 

【ＦＡ】 

年数でお答えください。おおよそで結構です。 

 

問１-２ あなたが担当している実習科目を教えてください。 

【ＭＡ】 

 １ 相談援助実習指導 

 ２ 相談援助実習 

 ３ 精神保健福祉援助実習指導 

 ４ 精神保健福祉援助実習 

 

問２ 現在、あなたが担当している講義科目にチェックを入れてください（科目責任者、科目担当者として担当し

ている科目のみ）（選択肢は現行の指定科目名です）。 

【ＭＡ】  
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 問２-（１）人体の構造と機能及び疾病 

 問２-（２）心理学理論と心理的支援 

 問２-（３）社会理論と社会システム 

 問２-（４）現代社会と福祉 

 問２-（５）社会調査の基礎 

 問２-（６）相談援助の基盤と専門職 

 問２-（７）相談援助の理論と方法 

 問２-（８）地域福祉の理論と方法 

 問２-（９）福祉行財政と福祉計画 

 問２-（１０）福祉サービスの組織と経営 

 問２-（１１）社会保障 

 問２-（１２）高齢者に対する支援と介護保険制度 

 問２-（１３）障害者に対する支援と障害者自立支援制度 

 問２-（１４）児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 

 問２-（１５）低所得者に対する支援と生活保護 

 問２-（１６）保健医療サービス 

 問２-（１７）就労支援サービス 

 問２-（１８）権利擁護と成年後見制度 

 問２-（１９）更生保護制度 

 問２-（２０）精神疾患とその治療 

 問２-（２１）精神保健の課題と支援 

 問２-（２２）精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 

 問２-（２３）精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 

 問２-（２４）精神保健福祉の理論と相談援助の展開 

 問２-（２５）精神保健福祉に関する制度とサービス 

 問２-（２６）精神障害者の生活支援システム 

 問２-（２７）該当なし 

 

問３ 以下の各項目について、あなたのお考えに近いものにチェックを入れてください。 (業務として積極的に取

り組むべき事項かどうかを率直にお答えください） 

【テキスト】  

 

問３-（１）ソーシャルワーク教育 

【ＳＡ】  

１ 積極的にとりくむべきこと 

２ 積極的にとりくむべきことではない（消極的な位置づけ） 

３ どちらとも言えない 

 

問３-（２）実習・実習指導 

【ＳＡ】  

１ 積極的にとりくむべきこと 

２ 積極的にとりくむべきことではない（消極的な位置づけ） 

３ どちらとも言えない 

 

問３-（３）福祉人材養成 

【ＳＡ】  

１ 積極的にとりくむべきこと 

２ 積極的にとりくむべきことではない（消極的な位置づけ） 
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３ どちらとも言えない 

 

問３-（４）福祉系職能団体との連携 

【ＳＡ】  

１ 積極的にとりくむべきこと 

２ 積極的にとりくむべきことではない（消極的な位置づけ） 

３ どちらとも言えない 

 

問３-（５）研究 

【ＳＡ】  

１ 積極的にとりくむべきこと 

２ 積極的にとりくむべきことではない（消極的な位置づけ） 

３ どちらとも言えない 

 

 

問４．あなたは以下の各設問の内容について、「実習指導」の授業の中で教えることができますか。教えることが

できる場合は「できる」に、教えることが難しい場合は「できない」に、判断困難な場合は「どちらともいえない」に

チェックを入れてください。 

【テキスト】 

 

問４-（１）個別支援から地域支援の展開を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（２）問題解決の過程において，多様な連携・協働の方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（３）福祉系事業所・機関とそれ以外の業界との協働の方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（４）総合的・包括的支援を形成するための地域づくりの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（５）福祉系事業所・機関以外の地域資源を活用する視点を獲得する方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 
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３ どちらともいえない 

 

問４-（６）ファシリテーションの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（７）ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発の方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（８）コーディネーションの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（９）ネゴシエーションの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（１０）プレゼンテーションの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

問４-（１１）ソーシャルアクションの方法を教えられる。 

【ＳＡ】  

１ できる 

２ できない 

３ どちらともいえない 

 

 

問５ 新カリキュラムでは、講義―演習―実習の教育内容の循環が重視されます。このことに関連して、あなた

は各「指定科目」の教育内容を、どの程度理解していると思いますか。（＊所属校で設置して いない科目につい

ても回答してください） 

【テキスト】  

 

問５-（１）人体の構造と機能及び疾病 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 
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３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２）心理学理論と心理的支援 

【ＳＡ】  

 

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（３）社会理論と社会システム 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（４）現代社会と福祉 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（５）社会調査の基礎 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（６）相談援助の基盤と専門職 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（７）相談援助の理論と方法 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 
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２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（８）地域福祉の理論と方法 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（９）福祉行財政と福祉計画 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１０）福祉サービスの組織と経営 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１１）社会保障 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１２）高齢者に対する支援と介護保険制度 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１３）障害者に対する支援と障害者自立支援制度 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 
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２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１４）児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１５）低所得者に対する支援と生活保護 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１６）保健医療サービス 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１７）就労支援サービス 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１８）権利擁護と成年後見制度 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（１９）更生保護制度 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 
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２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２０）精神疾患とその治療 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２１）精神保健の課題と支援 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２２）精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２３）精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２４）精神保健福祉の理論と相談援助の展開 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２５）精神保健福祉に関する制度とサービス 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 
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２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

問５-（２６）精神障害者の生活支援システム 

【ＳＡ】  

１ 十分理解している 

２ まあ理解している 

３ どちらともいえない 

４ あまり理解していない 

５ 理解していない 

 

 

問６ あなたは、現在のカリキュラムにおいて、実習現場の実習指導者と以下のような個別の連絡調整を実施し

たことはありますか。実施したことがあるもの全てにチェックを入れてください。 

【ＭＡ】  

 １ 実習生へのスーパービジョン 

 ２ 実習評価の方法 

 ３ 実習記録作成指導について 

 ４ 実習プログラムについて 

 ５ 実習において配慮が必要な学生への対応について 

 ６ 実習施設側からみた実習受入れの課題の共有 

 ７ 実習施設から養成校への要望 

 ８ 感染症対策 

 ９ その他 

 

問７ 実習指導において取り組んでいるものを、全てにチェックを入れてください。 

【ＭＡ】  

 １ 具体的な内容を踏まえた実習計画書作成の指導をする 

 ２ 実習先と実習内容について事前に協議をおこなう  

 ３ 先輩から実習内容を聞く機会を設ける 

 ４ 実習計画書の報告会を実施する 

 ５ ミクロ、メゾ、マクロを意識した実習ができるように学生に実習指導をおこなう 

 ６ ミクロ、メゾ、マクロを意識した実習プログラムになるよう実習施設に働きかける 

 ７ 地域を意識した実習となるように実習施設に働きかける 

 ８ 見学、レクチャー、体験・実践の割合に配慮するよう実習施設に働きかける 

 ９ 観察・体験の整理ツールを準備する 

 １０ 計画書を参考に実習プログラムを立ててもらうよう実習施設に働きかける 

 １１ 教員・学生・指導者と協議しプログラムを作成する 

 １２ 職場・職種・ソーシャルワーク実習、計画書を参考に実習プログラムを立ててもらうよう実習施

設に働きかける 

 １３ 実習指導ガイドラインを参考に実習プログラムを立ててもらうよう実習施設に働きかける 

 １４ 実習中に実習計画書を用いて進捗状況、達成状況を学生と確認する 

 １５ 現場実習終了後、実習生に対してミクロ、メゾ、マクロを意識した実習スーパービジョンをおこ

なう 

 １６ ミクロ・メゾ・マクロを意識した実習プログラムになるよう、実習先に働きかける 

 １７ 実習終了後の訪問を受け入れてくれるように依頼する 
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 １８ 該当なし 

 

問８ あなたはどのようなソーシャルワーカーを養成したいと考えていますか。ご自由にお書きください。 

【ＦＡ】  

 

問９ 実習指導における Web 会議システム（例：ZOOM、Meet、Skype 等）の活用についてお聞きします。 

【テキスト】 

 

問９-１ 実習生の事前訪問やオリエンテーションを、Web 会議システムによって実施しましたか。 

【ＳＡ】  

 １ 実施した 

 ２ 実施していない 

あてはまるほうにチェックを入れてください。 

 

問９-１-１ 問９-１で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムによる事前訪問等を実

施した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 対面実施より著しく効果が劣る 

 ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

 ３ 対面実施と同等程度の効果がある 

 ４ 対面実施以上の効果がある 

 

問９-１-２ 問９-１で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や効果を勘案

した場合、今後も事前訪問やオリエンテーションの実施に Web 会議システムを活用することについて、あなたの

考えとしてあてはまるもの１つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 今後も積極的に活用したい 

 ２ 今後も必要に応じて活用したい 

 ３ 今後は最低限の活用にとどめたい 

 ４ 今後は活用したくない 

 

問９-２ 実習中の巡回指導を、Web 会議システムによって実施しましたか。 

【ＳＡ】  

 １ 実施した 

 ２ 実施していない 

 

問９-２-１ 問９-２で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムによる巡回指導を実施

した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 対面実施より著しく効果が劣る 

 ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

 ３ 対面実施と同等程度の効果がある 

 ４ 対面実施以上の効果がある 

 

問９-２-２ 問９-２で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や効果を勘案

した場合、今後も巡回指導の実施に Web 会議システムを活用することについて、あなたの考えとしてあてはまる

もの１つを選んでください。 

【ＳＡ】  
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 １ 今後も積極的に活用したい 

 ２ 今後も必要に応じて活用したい 

 ３ 今後は最低限の活用にとどめたい 

 ４ 今後は活用したくない 

 

問９-３ 学生への帰校日指導を、Web 会議システムによって実施しましたか。 

【ＳＡ】  

 １ 実施した 

 ２ 実施していない 

 

問９-３-１ 問９-３で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。「１ 実施した」と回答した人のみご回答くだ

さい。Web 会議システムによる帰校日指導を実施した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つを選

んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 対面実施より著しく効果が劣る 

 ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

 ３ 対面実施と同等程度の効果がある 

 ４ 対面実施以上の効果がある 

 

問９-３-２ 問９-３で「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や効果を勘案

した場合、今後も帰校日指導の実施に Web 会議システムを活用することについて、あなたの考えとしてあてはま

るもの１つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 今後も積極的に活用したい 

 ２ 今後も必要に応じて活用したい 

 ３ 今後は最低限の活用にとどめたい 

 ４ 今後は活用したくない 

 

問９-４ 問９-１～３で Web 会議システムによる指導等を「実施した」「参加した」と１回でも回答した人にお聞きし

ます。Web 会議システムに対応するための Web 環境を職場（養成校）に構築することにどのくらい負担がありま

したか。あてはまるもの 1 つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 ０ 以前より構築されていた 

 １ ほとんど負担ではなかった 

 ２ 少し負担であった 

 ３ まあまあ負担であった 

 ４ かなり負担であった 

 ５ 個人で対応した（自宅 PC 等） 

 

問１０ 今年度はコロナウイルス（COVID-19）感染症予防の観点から、臨時的に実習指導への Web 会議システ

ム活用が認められました。コロナに関わらず今後も Web 会議システムを用いた実習指導を行うことが認められる

ことになった場合を想定して、以下の質問にお答えください。 

【テキスト】 

 

問１０-１ 実習指導に Web 会議システムを活用すること（例：Web 会議システムによる巡回指導の実施など）に

ついてどのような意向をお持ちですか。あてはまるもの 1 つを選んでください。 

【ＳＡ】  

 １ 全ての場面で積極的に活用したい 
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 ２ 場面や必要性に応じて活用したい 

 ３ 最低限の活用にとどめたい 

 ４ 活用したくない 

 ５ 何とも言えない 

 

問１０-２ あなたの所属している養成校は Web 会議システムに対応した Web 環境を構築することは可能ですか。

あてはまるもの 1 つを選んでください 

【ＳＡ】  

 １ すでに構築している 

 ２ まだ構築していないが十分に可能である 

 ３ まだ構築しておらず構築は難しい 

 ４ 何とも言えない 

 

以上で調査項目は終了です。 

本件回答内容を自動返信メールで受信したい方は 

以下の欄にメールアドレスを記入してください。 

受信不要の方は入力は必要ありません。 

 

メールアドレス 

info@example.com 

この調査について、ソ教連ではご本人確認ができないため、メールアドレスの記入が間違っている場合の

再送信等は出来かねますので、ご承知おきください。 
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2 0 2 1 年 １ 月 

社会福祉士 実習指導者講習会 

修 了 者 各 位 

（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟  

   会 長  白 澤 政 和  
 

厚生労働省 令和二年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」の 

アンケート回答の協力について（ご依頼） 
 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業による補助金を

受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組ん

でいます。社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、令和三年度より新たなカリ

キュラムによる養成が実施されます。本事業は、国民の福祉に関するニーズに適切に対応し支援を行うこと

ができるソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士を養成する観点から、養成カリキュラ

ム見直しの背景をはじめ、新カリキュラムの構造、教育内容、教育方法等について教員、実習指導者や事業

所等が共有すべき内容と研修の検討及び試行等に関する調査研究を実施するものです。この事業の一環とし

て、全国の社会福祉士 実習指導者講習会の修了者を対象に、『社会福祉士実習指導者による今後の実習指導

のあり方に関する調査』を実施することとなりましたため、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

この成果は、今後の各種研修・講習会や教材の開発、教育の在り方を検討するための研究に活用いたします。 

調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただけます際は、調査票に記入の上 2021 年１月 31 日(日)（消印

有効）まで に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 

調査票の記入は、社会福祉士 実習指導者講習会を修了された実習指導者の方にお願いいた

します。貴施設・機関において現在「実習指導者」がご不在の場合はアンケート用紙をそのま

ま破棄ください。 

調査票は２部同封しております。この 5 年間（2016 年度～2020 年度）のうちに実習指導者として実習指

導を担当された方に優先的にお渡し頂けますと幸甚です。実習指導未経験の場合や上記期間での実習受入が

0 名の場合でも、実習指導者講習会 修了者として回答にご協力いただけますと幸いです。調査票が不足した

場合はお送り致しますので、お手数ですが問い合わせ先へご連絡ください。 

日頃ソーシャルワーク専門職教育を担われている皆様のご意見をいただき、今後の養成教育に反映させて

いきたいと考えております。ご多忙のところ恐縮ではございますが、ご協力くださいますようお願い申し上

げます。                                          謹白 
 

■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い 

本調査で収集したすべての情報は、（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟が厳重に管理を行い、  

本調査事業のデータとして同目的の範囲内でのみ使用します。調査の報告書等結果の公表において団体名・

個人名を特定することは一切ありません。また、利用目的を超えた使用はいたしません。 

本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、  

同意が得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力  

への同意をいただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利益

を受けることがないことを保障いたします。 

■ 本調査実施団体 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 会長 白澤 政和（国際医療福祉大学大学院） 

■ 本事業協力団体 （順不同） 

全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会 

日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会 

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先 

 一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 

〒108-0075 東京都港区港南 4-7-8 都漁連水産会館 5 階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：2020suishin @jaswe.jp 
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『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける研修のあり方に関する調査研究事業』  

令和２年度厚生労働省 社会福祉推進事業 
 

 社会福祉士実習指導者による今後の実習指導のあり方に関する調査  

 

2021 年１月 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅰ あなた自身のことについてお聞きします。 

問１．性別についてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 女性     ２ 男性     ３ その他     ４ 答えたくない 

問２．年齢を教えてください。 

           歳 

問３．社会福祉士の登録年（社会福祉士登録証に記載された登録年）を教えてください。 

（※試験合格年ではなく登録年をご記入ください） 

昭和・平成・令和       年 

問４．社会福祉士受験資格を取得した養成校についてあてはまるもの 1 つに〇をつけてください。 

１ 四年制大学    ２ 短期大学    ３ 一般養成施設    ４ 短期養成施設 

問５．これまで相談援助に関する仕事に従事してきた年数を教えてください。 

（※従事している時の社会福祉士の有無は問いません）。 

通算     年      か月（2021 年 1 月時点） 

問６．現在所属している職能団体についてあてはまるもの全てに〇をしてください。 

１ 社会福祉士会     ２ 精神保健福祉士協会     ３ 医療ソーシャルワーカー協会 

４ いずれにも加入していない 

＜ご記入にあたって＞ 

１．ご記入は、黒または青のボールペン・サインペン等でお願いします。 

２．調査対象者ご本人様がご自分の考えをご回答くださいますようお願いいたします。 

３．本調査票への回答をもって、ご協力について同意いただいたものとさせていただきます。 

４．ご記入後は、無記名のままご提出ください。 

５．調査へのご協力は任意です。協力しない場合にも一切不利益を受けることはありません。 
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問７．社会福祉士実習指導者講習会を受講した年を教えてください。 

昭和・平成・令和       年 

問８．これまで実習指導者として担当した社会福祉士実習生の人数（2007 年以前の旧カリキュラムの実

習生も含む）を教えてください。 

通算           人 

※１ 資格要件を満たすための相談援助実習として 120 時間以上指導を担当した学生を対象とします。 

(旧カリキュラムの実習生に関しては養成校から依頼があった実習期間全体を通して指導を担当) 

※２ 現在所属している職場に限定せず、これまで着任してきた全職場での通算の人数をお答えください。 

※３ 一人も実習指導を行ったことがない場合には 0 人とご記入ください。 

問９．これまで所属してきた機関・事業所のうち、社会福祉士の実習指導をしたことがある領域について、

あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

１ 行政領域  ２ 地域領域  ３ 医療領域   ４ 高齢者領域   ５ 障害者領域 

６ 障害児領域 ７ 児童領域  ８ 独立型社会福祉士事務所 ９ その他（          ） 

問 10．次のうち、あなたが社会福祉士の実習指導を行う目的としてあてはまるもの３つまで〇をつけて

ください。 

１．社会福祉士の後進育成 

２．自分自身の指導能力の向上 

３．自分自身のソーシャルワークの振り返り 

４．養成校（教員）との関係形成・強化 

５．所属組織の職員確保（実習生の就職） 

６．実習指導料の確保 

７．所属組織内の社会福祉士への理解促進 

８．養成校や学生に対する所属組織・領域の周知 

９．自分の目的はない（養成校から依頼がある 

ため受けている） 

10．その他（              ） 

11．いずれもあてはまらない 

問 11．次のうち、あなたがこれまで社会福祉士の実習指導を行ったことによって、実際に生じたメリッ

トについてあてはまるものすべてに〇をつけてください。 

１．自分自身の指導能力が向上した 

２．ソーシャルワークに対する理解が深まった 

３．新たなソーシャルワークを実践できた 

４．養成校（教員）と関係形成・強化ができた 

５．実習生が就職して人材確保につながった 

６．実習指導料によって社会福祉士やその実習

受入への組織からの評価が高まった 

７．所属組織における社会福祉士への理解が 

深まった 

８．その他（              ） 

９．いずれもあてはまらない 

問 12．実習指導以外に社会福祉士養成校での社会福祉士養成教育に関与した経験（非常勤講師、ゲスト 

スピーカー、外部評価者、パネリスト等）について、あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ よくある      ２ まあまあある      ３ 少しある      ４ ない 
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Ⅱ 実習遂行のための Web会議システム（例：ZOOM、Google Meet、Skype等）の活用について 

お聞きします。 

問 13．2020 年度に社会福祉士の実習指導を行った人にお聞きします。それ以外の方は問 14（P.５）   

へ進んでください。 

問 13－１ 実習生の事前訪問やオリエンテーションを、Web 会議システムによって実施しましたか。 

１ 実施した  ２ 実施していない（養成校より提案はあったが対応できないと断った） 

３ 実施していない（養成校よりそのような提案はなかった） 

 

13－1－① 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムによる事前訪

問等を実施した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 対面実施より著しく効果が劣る   ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

３ 対面実施と同等程度の効果がある  ４ 対面実施以上の効果がある 

 

13－1－② 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や  

効果を勘案した場合、今後も事前訪問やオリエンテーションの実施に Web 会議システムを

活用することについて、あなたの考えとしてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 今後も積極的に活用したい        ２ 今後も必要に応じて活用したい 

３ 今後は最小限の活用にとどめたい     ４ 今後は活用したくない 

 

問 13－2 実習中の養成校教員の巡回指導を、Web 会議システムによって実施しましたか。 

１ 実施した  ２ 実施していない（養成校より提案はあったが対応できないと断った） 

３ 実施していない（養成校よりそのような提案はなかった） 

 

13－2－① 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムによる巡回指

導を実施した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 対面実施より著しく効果が劣る   ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

３ 対面実施と同等程度の効果がある  ４ 対面実施以上の効果がある 

 

13－2－② 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や効

果を勘案した場合、今後も巡回指導の実施に Web 会議システムを活用することについて、

あなたの考えとしてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 今後も積極的に活用したい        ２ 今後も必要に応じて活用したい 

３ 今後は最小限の活用にとどめたい     ４ 今後は活用したくない 
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問 13－3 養成校教員が学生への帰校日指導を、Web 会議システムによって実施しましたか。 

１ 実施した      ２ 実施していない      ３ 把握していない 

 

13－3－① 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムによる帰校日

指導を実施した学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 対面実施より著しく効果が劣る   ２ 対面実施より効果は劣るが許容範囲内である 

３ 対面実施と同等程度の効果がある  ４ 対面実施以上の効果がある 

 

13－3－② 「１ 実施した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの効率性や効

果を勘案した場合、今後も帰校日指導の実施に Web 会議システムを活用することについて、

あなたの考えとしてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 今後も積極的に活用して問題ない      ２ 今後も必要に応じて活用して問題ない 

３ 今後は最小限の活用にとどめる必要がある  ４ 今後は活用してほしくない 

 

問 13－4 実習後、養成校が開催する実習報告会に Web 会議システムでオンライン参加しましたか。 

１ オンライン参加した  ２ オンライン参加しなかった（養成校はオンライン配信していた） 

３ オンライン参加しなかった（養成校がオンライン配信しなかった） 

 

13－4－① 「１ オンライン参加した」と回答した人のみご回答ください。実習報告会へのオンラ

イン参加による学生に対する教育効果について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 対面参加より著しく効果が劣る   ２ 対面参加より効果は劣るが許容範囲内である 

３ 対面参加と同等程度の効果がある  ４ 対面参加以上の効果がある 

 

13－4－② 「１ オンライン参加した」と回答した人のみご回答ください。Web 会議システムの

効率性や効果を勘案して、今後も Web 会議システムによって実習報告会にオンラインで参

加することについて、あなたの考えとしてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 今後も積極的にオンラインで参加したい  ２ 今後も必要に応じてオンラインで参加したい 

３ 今後は最小限のオンライン参加にとどめたい ４ 今後はオンラインでは参加したくない 

問 13－5 上記 13－1～13－4 で Web 会議システムによる指導等を「実施した」「参加した」と１回でも

回答した人にお聞きします。Web 会議システムに対応するための Web 環境を職場に構築する

ことにどのくらい負担がありましたか。あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

０ 以前より構築されていた 

５ 個人で対応した（自宅 PC 等） 

１ ほとんど負担ではなかった    ２ 少し負担であった 

３ まあまあ負担であった      ４ かなり負担であった 
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問 14．今年度はコロナウイルス（COVID-19）感染症予防の観点から、臨時的に実習指導への Web 会議

システム活用が認められました。コロナに関わらず今後も Web 会議システムを用いた実習指導

を行うことが認められることになった場合を想定して、以下の質問にお答えください。 

問 14－1 実習指導に Web 会議システムを活用すること（例：Web 会議システムによる巡回指導の実施

など）についてどのような意向をお持ちですか。あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 全ての場面で積極的に活用したい   ２ 場面や必要性に応じて活用したい 

３ 最小限の活用にとどめたい      ４ 活用したくない       ５ 何とも言えない 

問 14－2 あなたの所属組織は Web 会議システムに対応した Web 環境を構築することは可能ですか。

あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ すでに構築している         ２ まだ構築していないが十分に可能である 

３ まだ構築しておらず構築は難しい   ４ 何とも言えない 

 

Ⅲ 社会福祉士の実習指導者の養成や資質向上に関するあなたの考えをお聞きします。 

問 15．以前受講された社会福祉士実習指導者講習会に関する以下の質問についてお答えください。 

問 15－1 研修期間（２日間１４時間）は学ぶ内容に対して適切だったと思いますか。あてはまるもの 1

つに〇をしてください。 

１ とても過剰である  ２ 少し過剰である  ３ 適切  ４ 少し足りない  ５ 全然足りない 

問 15－2 研修実施時期について、あなたが受講した月をご記入いただき、その時期の参加のしやすさに

ついてあてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

    月 

 

問 15－3 研修には社会福祉士の実習・実習指導に必要な内容が十分に含まれていたと思いますか。あて

はまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 必要な内容が網羅されている        ２ 必要な内容が少し不足している 

３ 必要な内容がかなり不足している      ４ 覚えていない 

問 15－4 研修には社会福祉士の実習・実習指導に必要ではない内容が含まれていたと思いますか。あて

はまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 必要ではない内容は含まれていない      ２ 必要ではない内容が少し含まれている 

３ 必要ではない内容がかなり含まれている    ４ 覚えていない 

問 15－5 全体を通した研修の分かりやすさについて、あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ とても分かりやすかった   ２ まあ分かりやすかった   ３ どちらともいえない 

４ 少しわかりにくかった    ５ とても分かりにくかった  ６ 覚えていない 

15－5－① ４か５に〇をした方は、その理由について教えてください。 

分かりにくかった理由：  

１ とても参加しやすい時期だった  ２ まあまあ参加しやすい時期だった 

３ 少し参加しづらい時期だった   ４ とても参加しづらい時期だった 
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問 16．社会福祉士の実習生を受け入れて指導する際、どのような場面で実習指導者としてさらに学びを

深める必要があると感じられますか。それぞれの場面についてあてはまるもの１つに〇をつけて

ください。 

 

 
 

回答 
    

 

と
て
も
感
じ
る 

ま
あ
感
じ
る 

少
し
感
じ
る 

感
じ
な
い  

取
り
組
ん
で
な
い 

① 所属組織全体の実習受け入れ体制を整備する場面  １ ２ ３ ４ 

 

５ 

② 実習生が所属する養成校との事務的な手続きを遂行する場面  １ ２ ３ ４ ５ 

③ 
実習生を受け入れるにあたり想定されるリスクを事前に確

認し、具体的対応方法を検討する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

④ 
利用者やクライエントの個人情報保護に配慮した実習生の

関りを検討する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑤ 実習受け入れマニュアルを作成したり、見直したりする場面  １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 
組織・機関のソーシャルワークを伝えるための基本的実習 

プログラムを作成する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 
実習生の力量や関心を踏まえたうえで個別実習プログラム

を作成する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 
実施した基本的実習プログラムおよび個別実習プログラム

の評価・見直しを行う場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑨ 
実習生が観察・体験したソーシャルワーク実践を理論や 

概念と関連付けて説明する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑩ 
実習生の気付きや成長を最大化するためのスーパービジョ

ンを実施する場面 
 １ ２ ３ ４ ５ 

⑪ 実習終了後に実習生の評定を行う場面  １ ２ ３ ４ ５ 

⑫ 実習において配慮が必要な学生への対応を検討する場面  １ ２ ３ ４ ５ 
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問 17．2019 年に社会福祉士養成課程のカリキュラムが改正され 2021 年度より施行されます。 

新カリキュラムでは実習で学ぶべき内容が見直されましたが（別紙参照）、このカリキュラム改正

についてどの程度把握していたか、あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 改正内容まで十分に把握していた  ２ 改正されることは把握していたが内容の把握は不十分 

３ 改正されることは把握していたが内容は全然知らない  ４ 改正されることを知らなかった 

問 18．新カリキュラムで実習の学ぶべき内容に含まれる以下の実践について、現在の職場の業務として

どの程度実施しているか（現職場での実施度）、また現在の職場に限らず職能団体等の他組織での

実践や以前の職場における実践も含めたときにどの程度実践の経験があるのか（社会福祉士とし

ての実践経験）について、それぞれあてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

 
 

回答 
   

現職場での 

実施度 
 

社会福祉士としての 

実践経験 

 

十
分
実
施
し
て
い
る 

ま
あ
実
施
し
て
い
る 

少
し
実
施
し
て
い
る 

全
く
実
施
し
て
い
な
い 

 

十
分
な
実
践
経
験
が
あ
る 

ま
あ
ま
あ
実
践
経
験
が
あ
る 

あ
ま
り
実
践
経
験
は
な
い 

全
く
実
践
経
験
が
な
い 

① 施設・機関が所在する地域社会への具体的な働きかけ  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

② 地域における分野横断的・業種横断的な関係形成  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

③ 地域における社会資源の開発  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

④ 施設・機関の経営やサービス管理  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑤ アウトリーチ  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑥ ネットワーキング  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑦ コーディネーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑧ ネゴシエーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑨ ファシリテーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑩ プレゼンテーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑪ ソーシャルアクション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 
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問 19．新カリキュラムで実習の学ぶべき内容に含まれる以下の実践について、現在の職場で実習生を  

受け入れた場合、どの程度指導することができるのかお伺いします。実践場面の提示と理論的  

指導について、それぞれ最もあてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

 
 

回答 
         

実践場面の提示  理論的指導 

 

自
身
の
業
務
・
実
践
に
お
い
て
実
践
場
面
を
提
示
で
き
る 

関
連
機
関
等
と
の
連
携
で
実
践
場
面
を
提
示
で
き
る 

自
身
の
経
験
か
ら
終
了
し
て
い
る
事
例
を
提
示
で
き
る 

現
在
の
実
践
、
終
了
事
例
い
ず
れ
も
提
示
で
き
な
い 

 

十
分
理
論
的
な
指
導
が
で
き
る 

ま
あ
ま
あ
理
論
的
な
指
導
が
で
き
る 

あ
ま
り
理
論
的
な
指
導
は
で
き
な
い 

全
く
理
論
的
な
指
導
は
で
き
な
い 

① 施設・機関が所在する地域社会への具体的な働きかけ  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

② 地域における分野横断的・業種横断的な関係形成  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

③ 地域における社会資源の開発  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

④ 施設・機関の経営やサービス管理  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑤ アウトリーチ  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑥ ネットワーキング  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑦ コーディネーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑧ ネゴシエーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑨ ファシリテーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑩ プレゼンテーション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 

⑪ ソーシャルアクション  １ ２ ３ ４  １ ２ ３ ４ 
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Ⅳ 現在あなたが所属している組織に関する各項目について、あなた自身の考えをお聞きします。 

問 20．あなたが所属する組織の法人について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  ２ 社会福祉協議会      ３ 医療法人 

４ 地方公共団体（都道府県）       ５ 地方公共団体（市町村） 

６ 特定非営利活動法人・一般社団法人   ７ その他（                 ） 

20－1 「１ 社会福祉法人」「２ 社会福祉協議会」と回答した人のみご回答ください。貴法人での

地域公益事業の実施状況について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ 充実残額があり実施している  ２ 充実残額はあるが実施していない 

３ 充実残額はないが実施している ４ 充実残額はなく実施していない ５ 分からない 

20－2 「１ 社会福祉法人」「２ 社会福祉協議会」と回答した人のみご回答ください。貴法人での

地域公益的取組の実施状況について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

１ とても活発に実施している    ２ まあまあ活発に実施している 

３ あまり活発に実施していない   ４ ほとんど実施していない   ５ 分からない 

問 21．あなたが配属されている施設・機関・事業所についてあてはまるもの１つに〇をつけてください。 

行政領域 １ 福祉事務所   ２ 児童相談所      ３ その他 

地域領域 １ 社会福祉協議会 ２ 地域包括支援センター ３ その他 

医療領域 １ 病院      ２ 診療所        ３ その他 

高齢者領域 １ 特別養護老人ホーム ２ 老人保健施設   ３ 通所介護事業所 ４ その他 

障害児/者領域 
１ 障害者支援施設 ２ 障害者生活介護    ３ 障害者就労支援 

４ 相談支援事業所 ５ 障害児通所支援事業所 ６ 障害児入所施設 ７ その他 

児童領域 １ 児童養護施設  ２ 母子家庭支援施設  ３ 児童自立支援施設 ４ その他 

その他 １ 独立型社会福祉士事務所  ２ その他（                ） 

問 22．現在あなたが配属されている施設・機関・事業所が所在する都道府県を教えてください。 

 

  

資料編－251



問 23．現在あなたが配属されている施設・機関・事業所から社会福祉士養成校までの距離について、あ

てはまるもの１つに〇をつけてください（選択肢の（）内の時間は車・公共交通機関であなたの

職場から最も近い養成校への移動に要するおおよその時間を表します）。 

１ とても近い（30 分以内）         ２ まあまあ近い（１時間程度） 

３ 少し遠い（１時間 30 分程度）      ４ まあまあ遠い（２時間程度） 

５ とても遠い（３時間以上）        ６ 分からない 

問 24．現在あなたが配属されている施設・機関・事業所では、社会福祉士の実習受入・指導はどのよう

に位置付けられていますか。あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 組織の正式な業務に位置づけられている 

２ どちらかというと組織の正式な業務に位置づけられている 

３ どちらかというと組織の正式な業務ではなく、実習指導者個人の取組として位置づけられている 

４ 組織の正式な業務ではなく、実習指導者個人の取組として位置づけられている 

24－1 「１ 組織の正式な業務に位置づけられている」「２どちらかというと組織の正式な業務に

位置づけられている」と回答した人のみご回答ください。実習指導者に対して組織的にど

のようなバックアップがありますか。以下の欄に記述してください。 

実習指導者へのバックアップ内容： 

問 25．現在あなたが配属されている施設・機関・事業所では、この 5 年間（2016 年度～2020 年度）で

受け入れた社会福祉士実習生の全人数を教えてください。また、そのうち貴組織の法人に就職し

た実習生がいれば、その人数も教えてください。 

受け入れ人数：       人 法人に就職した実習生の人数：     人 

※ 上記期間に受け入れた実習生や就職した実習生がいない場合にはそれぞれ0 人とご記入ください。 

問 26．あなたが配属されている施設・機関・事業所における社会福祉士の実習生を受け入れることへの

意向について、あてはまるもの 1 つに〇をしてください。 

１ 積極的である         ２ どちらかというと積極的である ３ どちらともいえない 

４ どちらかというと消極的である ５ 消極的である 

問 27．あなたが配属されている施設・機関・事業所は、あなたが社会福祉士の実習指導者としての資質

向上を目的とした研修を受けることに対してどのような意向をお持ちですか。あてはまるもの 

1 つに〇をしてください。 

１ 肯定的である         ２ どちらかというと肯定的である ３ どちらともいえない 

４ どちらかというと否定的である ５ 否定的である         ６ 特に組織の意向はない 
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問 28．社会福祉士の実習指導にＷｅｂ会議システムなどのＩＣＴ（情報通信技術）を活用する場合、Ｉ

ＣＴ活用に向けた不安や（実際に今年度活用された方は）活用して難しかった点等について、あ

なたのご意見を自由に記述してください。 

 

問 29．実習指導における教育効果や教育の質を担保するために、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用の問題

点や導入の課題と考える点等について、あなたのご意見を自由に記述してください。 

 

問 30．現在、社会福祉士 実習指導者講習会は基本的に都道府県社会福祉士会が実施されていますが、 

事業者・事業者団体（各種法人や社会福祉法人経営者協議会など）や養成校・養成校団体（各養

成校や日本ソーシャルワーク教育学校連盟各ブロックなど）が参画して協働実施することを想定

した場合、その実施方法に対するあなたのご意見を教えてください。 

 

問 31．その他、社会福祉士養成に関してご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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別
表

１
 

科
目

名
 

教
育

内
容
 

ね
ら
い
 

教
育

に
含
む

べ
き
事

項
 

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

演
習
 

①
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

知
識
と
技
術
に

係

る
他

の
科
目
と

の
関
連
性

を
踏
ま
え

、
社

会

福
祉

士
及
び
精

神
保
健
福

祉
士
と
し

て
求

め

ら
れ
る
基
礎
的
な
能
力
を
涵
養
す
る
。
 

②
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

価
値
規
範
と
倫

理

を
実
践
的
に
理
解
す
る
。
 

③
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

実
践
に
必
要
な

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
。

④
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

展
開
過
程
に
お

い

て
用

い
ら
れ
る

、
知
識
と

技
術
を
実

践
的

に

理
解
す
る
。
 

個
別

指
導

並
び

に
集

団
指

導
を

通
し

て
、

具

体
的

な
援

助
場

面
を

想
定

し
た

実
技

指
導

（
ロ

ー
ル

プ
レ

ー
イ

ン
グ

等
）

を
中

心
と

す
る

演
習

形
態

に
よ
り

行
う
こ

と
。
 

①
自

己
覚

知

・
自

己
理
解

と
他
者

理
解

②
基

本
的

な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
技

術

・
言

語
的

技
術
（

質
問

、
促

し
、
言

い
換
え

、

感
情

の
反
映

、
繰
り

返
し
、

要
約
等

）
 

・
非

言
語

技
術

(表
情

、
態
度

、
身

振
り
、
位

置
取

り
等
）
 

③
基

本
的

な
面
接

技
術

・
面

接
の
構

造
化

・
場

の
設

定
(面

接
室

、
生
活

場
面
、
自
宅

等
) 

・
ツ

ー
ル
の

活
用
（

電
話
、

e-
m
ai
l
等

)

④
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ

ー
ク
の

展
開
過

程

事
例

を
用

い
て

、
次

に
掲

げ
る

具
体

的
な

ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
の

場
面

と
過

程
を

想
定

し
た

実
技

指
導
を

行
う
こ

と
。
 

・
ケ

ー
ス
の

発
見

・
イ

ン
テ
ー

ク

・
ア

セ
ス
メ

ン
ト

・
プ

ラ
ン
ニ

ン
グ

・
支

援
の
実

施

・
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

・
支

援
の
終

結
と
事

後
評
価

・
ア

フ
タ
ー

ケ
ア

⑤
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ

ー
ク
の

記
録

・
支

援
経
過

の
把
握

と
管
理

⑥
グ

ル
ー

プ
ダ
イ

ナ
ミ
ク

ス
の
活

用

・
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

の
構

成
(
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
・
コ
リ

ー
ダ
ー
・
グ
ル

ー
プ
メ
ン

バ

ー
）
 

・
グ

ル
ー
プ

ワ
ー
ク

の
展
開

過
程

(準
備
期
・

開
始

期
・
作

業
期
・

終
結
期

）
 

⑦
プ

レ
ゼ

ン
テ
ー

シ
ョ
ン

技
術

・
個

人
プ
レ

ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ

ン

・
グ

ル
ー
プ

プ
レ
ゼ

ン
テ
ー

シ
ョ
ン

別
表

１
 

科
目

名
 

教
育
内
容
 

ね
ら
い
 

教
育
に
含
む
べ
き
事
項
 

相
談

援
助
 

演
習
 

相
談

援
助
の
知

識
と
技
術

に
係
る
他
の
科

目

と
の

関
連
性
も
視

野
に
入
れ

つ
つ
、
社
会
福

祉

士
に

求
め
ら
れ
る

相
談
援
助

に
係
る
知
識
と

技

術
に

つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る

方
法
を
用
い
て

、

実
践

的
に
習
得
す

る
と
と
も

に
、
専
門
的
援

助

技
術

と
し
て
概
念

化
し
理
論

化
し
体
系
立
て

て

い
く

こ
と
が
で
き
る
能
力
を
涵
養
す
る
。
 

①
総

合
的
か
つ

包
括
的
な

援
助
及
び
地
域

福

祉
の

基
盤
整
備

と
開
発
に

係
る
具
体

的
な

相

談
援

助
事

例
を

体
系

的
に

と
り

あ
げ

る
こ

と
。
 

②
個

別
指
導
並

び
に
集
団

指
導
を
通
し
て

、

具
体

的
な
援
助

場
面
を
想

定
し
た
実

技
指

導

（
ロ

ー
ル
プ
レ

ー
イ
ン
グ

等
）
を
中

心
と

す

る
演

習
形
態
に
よ
り
行
う
こ
と
。
 

①
以
下
の
内
容

に
つ
い
て

は
相
談
援
助
実

習

を
行

う
前
に
学

習
を
開
始

し
、
十
分

な
学

習

を
し
て
お
く
こ
と
 

ア
自
己
覚
知

イ
基

本
的

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

技

術
の
習
得
 

ウ
基
本
的
な
面
接
技
術
の
習
得

エ
次

に
掲

げ
る

具
体

的
な

課
題

別
の

相

談
援
助
事
例
等
（
集
団
に
対
す
る
相
談
援

助
事
例
を
含
む
。
）
を
活
用
し
、
総
合
的

か
つ

包
括

的
な

援
助

に
つ

い
て

実
践

的

に
習
得
す
る
こ
と
。
 

（
ア
）
社
会
的
排
除

（
イ
）
虐
待
（
児
童
・
高
齢
者
）

（
ウ
）
家
庭
内
暴
力
（
D.
V）

（
エ
）
低
所
得
者

（
オ
）
ホ
ー
ム
レ
ス

（
カ
）
そ
の
他
の
危
機
状
態
に
あ
る
相
談
援

助
事
例
（
権
利
擁
護
活
動
を
含
む
。
）
 

オ
エ
に
掲
げ
る
事
例
等
を
題
材
と
し
て
、

次
に

掲
げ

る
具

体
的

な
相

談
援

助
場

面

及
び

相
談

援
助

の
過

程
を

想
定

し
た

実

技
指
導
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
イ
ン
テ
ー
ク

（
イ
）
ア
セ
ス
メ
ン
ト

（
ウ
）
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

（
エ
）
支
援
の
実
施

（
オ
）
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
カ
）
効
果
測
定

（
キ
）
終
結
と
ア
フ
タ
ー
ケ
ア

カ
オ
の
実
技
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
内
容
を
含
め
る
こ
と
。
 

（
ア
）
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

（
イ
）
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ

（
ウ
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

（
エ
）
社
会
資
源
の
活
用
・
調
整
・
開
発

キ
地

域
福

祉
の

基
盤

整
備

と
開

発
に

係

る
事
例
を
活
用
し
、
次
に
揚
げ
る
事
項
に

つ
い
て
実
技
指
導
を
行
う
こ
と
。
 

（
ア
）
地
域
住
民
に
対
す
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

大
学
等
に
お
い

て
開
講
す
る
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
の
確
認
に
係
る
指
針
に
つ
い
て

(
(
最
終
改
正
)
元
文
科
高

第
1
1
2
2
号
社
援
発
0
3
0
6
第
2
3
号
令
和
２
年
３
月
６
日
)

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
『
令
和
元
年
度
社
会
福
祉
士
養
成
課
程
に
お
け
る
教
育
内
容
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
』
よ
り
演
習
・
実

習
指
導
・
実
習
部
分
の
新
旧
対
照
表
を
抜
粋

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
c
o
n
t
e
n
t
/
0
0
0
6
0
4
9
1
3
.
p
d
f

別
紙

新
旧
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ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

演
習

（
専

門
）
 

①
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

実
践
に
必
要
な

知

識
と

技
術
の
統

合
を
行
い

、
専
門
的

援
助

技

術
と

し
て
概
念

化
し
理
論

化
し
体
系

立
て

て

い
く
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
習
得
す
る
。
 

②
社
会
福
祉
士

に
求
め
ら

れ
る
ソ
ー
シ
ャ

ル

ワ
ー

ク
の
価
値

規
範
を
理

解
し
、
倫

理
的

な

判
断
能
力
を
養
う
。
 

③
支
援
を
必
要

と
す
る
人

を
中
心
と
し
た

分

野
横

断
的
な
総

合
的
か
つ

包
括
的
な

支
援

に

つ
い
て
実
践
的
に
理
解
す
る
。
 

④
地
域
の
特
性

や
課
題
を

把
握
し
解
決
す

る

た
め

の
、
地
域

ア
セ
ス
メ

ン
ト
や
評

価
等

の

仕
組
み
を
実
践
的
に
理
解
す
る
。
 

⑤
ミ
ク
ロ
・
メ

ゾ
・
マ
ク

ロ
レ
ベ
ル
に
お

け

る
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
の

対
象

と
展

開
過

程
、

実
践
モ
デ

ル
と
ア
プ

ロ
ー
チ
に

つ
い

て

実
践
的
に
理
解
す
る
。
 

⑥
実

習
を

通
じ

て
体

験
し

た
事

例
に

つ
い

て
、
事
例
検
討
や
事
例
研
究
を
実
際
に
行
い
、

そ
の
意
義
や
方
法
を
具
体
的
に
理
解
す
る
。
 

⑦
実
践
の
質
の

向
上
を
図

る
た
め
、
ス
ー

パ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
に

つ
い

て
体

験
的

に
理

解
す

る
。
 

＜
ソ

ー
シ
ャ

ル
ワ
ー

ク
実
習

前
に
行

う
こ

と
＞
 

個
別

指
導

並
び

に
集

団
指

導
を

通
し

て
、

実

技
指

導
（

ロ
ー

ル
プ

レ
ー

イ
ン

グ
等

）
を

中
心

と
す

る
演
習

形
態
に

よ
り
行

う
こ
と

。
 

①
次

に
掲

げ
る

具
体

的
な

事
例

等
（

集
団

に

対
す

る
事
例

含
む
。
）
を

活
用
し

、
支
援
を

必

要
と

す
る

人
が

抱
え

る
複

合
的

な
課

題
に

対

す
る

総
合

的
か

つ
包

括
的

な
支

援
に

つ
い

て

実
践

的
に
習

得
す
る

こ
と
。
 

・
虐

待
（
児

童
・
障

害
者
・

高
齢
者

等
）

・
ひ

き
こ
も

り

・
貧

困

・
認

知
症

・
終

末
期
ケ

ア

・
災

害
時

・
そ

の
他
の

危
機
状

態
に
あ

る
事
例

②
①

に
掲

げ
た
事

例
等
を

題
材
と

し
て

、
次

に
掲

げ
る
具

体
的
な

ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ

ー
ク

の

場
面

及
び
過

程
を
想

定
し
た

実
技
指

導
を

行

う
こ

と
。
 

・
ケ

ー
ス
の

発
見

・
イ

ン
テ
ー

ク

・
ア

セ
ス
メ

ン
ト

・
プ

ラ
ン
ニ

ン
グ

・
支

援
の
実

施

・
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

・
支

援
の
集

結
と
事

後
評
価

・
ア

フ
タ
ー

ケ
ア

③
②

の
実

技
指
導

に
当
た

っ
て
は

、
次

に
掲

げ
る

内
容
を

含
め
る

こ
と
。
 

と
ニ
ー
ズ
把
握
 

（
イ
）
地
域
福
祉
の
計
画

（
ウ
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

（
エ
）
社
会
資
源
の
活
用
・
調
整
・
開
発

（
オ
）
サ
ー
ビ
ス
の
評
価

②
相
談
援
助
実
習
後
に
行
う
こ
と
。

相
談

援
助

に
係

る
知

識
と

技
術

に
つ

い

て
個
別
的
な
体
験
を
一
般
化
し
、
実
践
的
な

知
識
と
技
術
と
し
て
習
得
で
き
る
よ
う
に
、

相
談

援
助

実
習

に
お

け
る

学
生

の
個

別
的

な
体
験
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
集
団
指
導
並

び
に

個
別

指
導

に
よ

る
実

技
指

導
を

行
う

こ
と
。
 

（
新

規
）
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・
ア

ウ
ト
リ

ー
チ

・
チ

ー
ム
ア

プ
ロ
ー

チ

・
ネ

ッ
ト
ワ

ー
キ
ン

グ

・
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
シ

ョ
ン

・
ネ

ゴ
シ
エ

ー
シ
ョ

ン

・
フ

ァ
シ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

・
プ

レ
ゼ
ン

テ
ー
シ

ョ
ン

・
ソ

ー
シ
ャ

ル
ア
ク

シ
ョ
ン

④
地

域
福

祉
の
基

盤
整
備

と
開
発

に
係

る
事

例
を

活
用
し

、
次
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い

て

実
技

指
導
を

行
う
こ

と
。
 

・
地

域
住
民

に
対
す

る
ア
ウ

ト
リ
ー

チ
と

ニ
ー

ズ
把
握

・
地

域
ア
セ

ス
メ
ン

ト

・
地

域
福
祉

の
計
画

・
組

織
化

・
社

会
資
源

の
活
用

・
調
整

・
開
発

・
サ

ー
ビ
ス

の
評
価

＜
ソ

ー
シ
ャ

ル
ワ
ー

ク
実
習

後
に
行

う
こ

と
＞
 

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

に
係

る
知

識
と

技
術

に

つ
い

て
個

別
的

な
体

験
を

一
般

化
し

、
実

践
的

か
つ

学
術

的
な

知
識

及
び

技
術

と
し

て
習

得
で

き
る

よ
う

、
集

団
指

導
並

び
に

個
別

指
導

に
よ

る
実

技
指
導

を
行
う

こ
と
。
 

①
事

例
研

究
、
事

例
検
討

②
ス

ー
パ

ー
ビ
ジ

ョ
ン

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

実
習

指
導
 

①
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
習
の
意
義
に
つ
い

て
理
解
す
る
。
 

②
社
会
福
祉
士
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
を

理
解
し
、
価
値
と
倫
理
に
基
づ
く
専
門
職
と

し
て
の
姿
勢
を
養
う
。
 

③
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
係
る
知
識
と
技
術

に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
実
践
的
に
理
解
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
機
能
を
発
揮
す
る
た
め

の
基
礎
的
な
能
力
を
習
得
す
る
。
 

④
実
習
を
振
り

返
り
、
実

習
で
得
た
具
体

的

な
体

験
や
援
助

活
動
を
、

専
門
的
援

助
技

術

と
し

て
概
念
化

し
理
論
化

し
体
系
立

て
て

い

く
こ

と
が
で
き

る
総
合
的

な
能
力
を

涵
養

す

る
。
 

次
に

掲
げ
る

事
項
に

つ
い
て

個
別
指

導
及

び

集
団

指
導
を

行
う
も

の
と
す

る
。

  

①
実

習
及

び
実
習

指
導
の

意
義
（

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン
含

む
。
）
 

②
多

様
な

施
設
や

事
業
所

に
お
け

る
現

場
体

験
学

習
や
見

学
実
習
 

③
実

際
に

実
習
を

行
う
実

習
分
野

（
利

用
者

理
解

含
む
。
）
と

施
設
・

機
関
、

地
域
社

会

等
に

関
す
る

基
本
的

な
理
解
 

④
実

習
先

で
関
わ

る
他
の

職
種
の

専
門

性
や

業
務

に
関
す

る
基
本

的
な
理

解
 

⑤
実

習
先

で
必
要

と
さ
れ

る
ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

の
価
値

規
範
と

倫
理
・

知
識
及

び
技

術

に
関

す
る
理

解
 

⑥
実

習
に

お
け
る

個
人
の

プ
ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

と
守
秘

義
務
等

の
理
解
 

相
談

援
助
 

実
習

指
導
 

①
相

談
援
助
実

習
の
意
義

に
つ
い
て
理
解

す

る
。
 

②
相

談
援
助
実

習
に
係
る

個
別
指
導
並
び

に

集
団

指
導
を
通

し
て
、
相

談
援
助
に

係
る

知

識
と

技
術
に
つ

い
て
具
体

的
か
つ
実

際
的

に

理
解

し
実
践
的
な
技
術
等
を
体
得
す
る
。
 

③
社

会
福
祉
士

と
し
て
求

め
ら
れ
る
資
質

、

技
能

、
倫
理
、

自
己
に
求

め
ら
れ
る

課
題

把

握
等

、
総
合
的

に
対
応
で

き
る
能
力

を
習

得

す
る

。
 

④
具

体
的
な
体

験
や
援
助

活
動
を
、
専
門

的

援
助

技
術
と
し

て
概
念
化

し
理
論
化

し
体

系

立
て

て
い
く
こ

と
が
で
き

る
能
力
を

涵
養

す

る
。
 

次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い

て
個
別
指
導
及

び

集
団
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

①
相
談
援
助
実

習
と
相
談

援
助
実
習
指
導

に

お
け
る
個
別
指
導
及
び
集
団
指
導
の
意
義
 

②
実
際
に
実
習

を
行
う
実

習
分
野
（
利
用

者

理
解
含
む
。
）
と
施
設
・
事
業
者
・
機
関
・
団

体
・
地
域
社
会
等
に
関
す
る
基
本
的
な
理
解
 

③
実
習
先
で
行

わ
れ
る
介

護
や
保
育
等
の

関

連
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
理
解
 

④
現
場
体
験
学

習
及
び
見

学
実
習
（
実
際

の

介
護

サ
ー
ビ
ス

の
理
解
や

各
種
サ
ー

ビ
ス

の

利
用
体
験
等
を
含
む
。
）
 

⑤
実
習
先
で
必

要
と
さ
れ

る
相
談
援
助
に

係

る
知
識
と
技
術
に
関
す
る
理
解
 

⑥
実
習
に
お
け

る
個
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の

保
護

と
守
秘
義

務
等
の
理

解
（
個
人

情
報

保

護
法
の
理
解
を
含
む
。
）
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⑦
実

習
記

録
へ
の

記
録
内

容
及
び

記
録

方
法

に
関

す
る
理

解
 

⑧
実

習
生

、
実
習

担
当
教

員
、
実

習
先

の
実

習
指

導
者
と

の
三
者

協
議
を

踏
ま
え

た
実

習

計
画

の
作
成

及
び
実

習
後
の

評
価
 

⑨
巡

回
指

導

⑩
実

習
体

験
や
実

習
記
録

を
踏
ま

え
た

課
題

の
整

理
と
実

習
総
括

レ
ポ
ー

ト
の
作

成
 

⑪
実

習
の

評
価
及

び
全
体

総
括
会

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

実
習
 

①
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の

実
践
に
必
要
な

各

科
目

の
知
識
と

技
術
を
統

合
し
、
社

会
福

祉

士
と

し
て
の
価

値
と
倫
理

に
基
づ
く

支
援

を

行
う
た
め
の
実
践
能
力
を
養
う
。
 

②
支
援
を
必
要
と
す
る
人
や
地
域
の
状
況
を

理
解
し
、
そ
の
生
活
上
の
課
題
（
ニ
ー
ズ
）

に
つ
い
て
把
握
す
る
。
 

③
生
活
上
の
課
題
（
ニ
ー
ズ
）
に
対
応
す
る

た
め
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人
の
内
的
資
源

や
フ
ォ
ー
マ
ル
・
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
会

資
源
を
活
用
し
た
支
援
計
画
の
作
成
、
実
施

及
び
そ
の
評
価
を
行
う
。
 

④
施
設
・
機
関
等
が
地
域
社
会
の
中
で
果
た

す
役
割
を
実
践
的
に
理
解
す
る
。
 

⑤
総
合
的
か
つ

包
括
的
な

支
援
に
お
け
る

多

職
種

・
多
機
関

、
地
域
住

民
等
と
の

連
携

の

あ
り

方
及
び
そ

の
具
体
的

内
容
を
実

践
的

に

理
解
す
る
。
 

実
習

生
は

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
実

習

指
導

者
に
よ

る
指
導

を
受
け

る
も
の

と
す

る
。

 

①
利

用
者

や
そ

の
関

係
者

（
家

族
・

親
族

、

友
人

等
）
、

施
設

・
事
業

者
・
機

関
・
団

体
、

住
民

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

基
本

的
な

コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
円

滑
な

人
間

関
係

の

形
成
 

②
利

用
者

や
そ

の
関

係
者

（
家

族
・

親
族

、

友
人

等
）
と

の
援
助

関
係
の

形
成
 

③
利

用
者

や
地

域
の

状
況

を
理

解
し

、
そ

の

生
活

上
の

課
題

（
ニ

ー
ズ

）
の

把
握

、
支

援

計
画

の
作
成

と
実
施

及
び
評

価
 

④
多

職
種

連
携

及
び

チ
ー

ム
ア

プ
ロ

ー
チ

の

実
践

的
理
解
 

⑤
当

該
実

習
先

が
地

域
社

会
の

中
で

果
た

す

役
割

の
理

解
及

び
具

体
的

な
地

域
社

会
へ

の

働
き

か
け
 

⑥
地

域
に

お
け

る
分

野
横

断
的

・
業

種
横

断

的
な

関
係
形

成
と
社

会
資
源

の
活
用
・
調

整
・

開
発

に
関
す

る
理
解
 

⑦
施

設
・

事
業

者
・

機
関

・
団

体
等

の
経

営

や
サ

ー
ビ

ス
の

管
理

運
営

の
実

際
（

チ
ー

ム

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

や
人

材
管

理
の

理
解

を
含

む
。
）
 

⑧
社

会
福

祉
士

と
し

て
の

職
業

倫
理

と
組

織

の
一

員
と
し

て
の
役

割
と
責

任
の
理

解
 

⑨
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
実

践
に

求
め

ら
れ

る

以
下

の
技
術

の
実
践

的
理
解
 

・
ア

ウ
ト
リ

ー
チ

・
ネ

ッ
ト
ワ

ー
キ
ン

グ

・
コ

ー
デ
ィ

ネ
ー
シ

ョ
ン

・
ネ

ゴ
シ
エ

ー
シ
ョ

ン

・
フ

ァ
シ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

・
プ

レ
ゼ
ン

テ
ー
シ

ョ
ン

・
ソ

ー
シ
ャ

ル
ア
ク

シ
ョ
ン

⑦
「
実
習
記
録

ノ
ー
ト
」

へ
の
記
録
内
容

及

び
記
録
方
法
に
関
す
る
理
解
 

⑧
実
習
生
、
実

習
担
当
教

員
、
実
習
先
の

実

習
指

導
者
と
の

三
者
協
議

を
踏
ま
え

た
実

習

計
画
の
作
成
 

⑨
巡
回
指
導

⑩
実
習
記
録
や

実
習
体
験

を
踏
ま
え
た
課

題

の
整
理
と
実
習
総
括
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
 

⑪
実
習
の
評
価
全
体
総
括
会

相
談

援
助
 

実
習
 

①
相

談
援
助
実

習
を
通
し

て
、
相
談
援
助

に

係
る

知
識
と
技

術
に
つ
い

て
具
体
的

か
つ

実

際
的

に
理
解
し

実
践
的
な

技
術
等
を

体
得

す

る
。
 

②
社

会
福
祉
士

と
し
て
求

め
ら
れ
る
資
質

、

技
能

、
倫
理
、

自
己
に
求

め
ら
れ
る

課
題

把

握
等

、
総
合
的

に
対
応
で

き
る
能
力

を
習

得

す
る

。
 

③
関

連
分
野
の

専
門
職
と

の
連
携
の
あ
り

方

及
び

そ
の
具
体

的
内
容
を

実
践
的
に

理
解

す

る
。
 

①
学
生
は
次
に

掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
実

習

指
導

者
に

よ
る

指
導

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。
 

②
相
談
援
助
実

習
指
導
担

当
教
員
は
巡
回

指

導
等

を
通
し
て

、
次
に
掲

げ
る
事
項

に
つ

い

て
学

生
及
び
実

習
指
導
者

と
の
連
絡

調
整

を

密
に

行
い
、
学

生
の
実
習

状
況
に
つ

い
て

の

把
握

と
と
も
に

実
習
中
の

個
別
指
導

を
十

分

に
行
う
も
の
と
す
る
。
 

ア
利
用
者
や
そ
の
関
係
者
、
施
設
・
事
業

者
・
機
関
・
団
体
等
の
職
員
、
地
域
住
民

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

基
本

的
な

コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
人

と
の

付
き

合

い
方
な
ど
の
円
滑
な
人
間
関
係
の
形
成
 

イ
利

用
者

理
解

と
そ

の
需

要
の

把
握

及

び
支
援
計
画
の
作
成
 

ウ
利
用
者
や
そ
の
関
係
者
（
家
族
・
親
族
・

友
人
等
）
と
の
援
助
関
係
の
形
成
 

エ
利
用
者
や
そ
の
関
係
者
（
家
族
・
親
族
・

友
人
等
）
へ
の
権
利
擁
護
及
び
支
援
（
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
含
む
。
）
と
そ
の
評
価

オ
多

職
種

連
携

を
は

じ
め

と
す

る
支

援

に
お
け
る
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
際
 

カ
社
会
福
祉
士
と
し
て
の
職
業
倫
理
、
施

設
・
事
業
者
・
機
関
・
団
体
等
の
職
員
の

就
業

な
ど

に
関

す
る

規
定

へ
の

理
解

と

組
織

の
一

員
と

し
て

の
役

割
と

責
任

へ

の
理
解
 

キ
施
設
・
事
業
者
・
機
関
・
団
体
等
の
経

営
や
サ
ー
ビ
ス
の
管
理
運
営
の
実
際
 

ク
当
該
実
習
先
が
地
域
社
会
の
中
の
設
・

事
業
者
・
機
関
・
団
体
等
で
あ
る
こ
と
へ

の
理

解
と

具
体

的
な

地
域

社
会

へ
の

働

き
か
け
と
し
て
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
キ
ン
グ
、
社
会
資
源
の
活
用
・
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ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

実
習

指
導

担
当

教
員

は

巡
回

指
導

等
を

通
し

て
実

習
生

及
び

実
習

指
導

者
と

の
連

絡
調

整
を

密
に

行
い

、
実

習
生

の
実

習
状

況
に

つ
い

て
の

把
握

と
と

も
に

実
習

中
の

個
別

指
導
を

十
分
に

行
う
も

の
と
す

る
。

 

（
削

除
）
 

                                      

調
整
・
開
発
に
関
す
る
理
解
 

    

備
考
 １
 
人

体
の

構
造
と

機
能
及
び
疾
病
、
心
理
学
理
論
と
心
理
的
支
援
、
社
会
理
論
と
社
会
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、

社
会

福
祉
士

に
必
要

な
内
容
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

２
 
相

談
援

助
演
習

の
ね
ら
い
に
お
け
る
「
相
談
援
助
の
知
識
と
技
術
に
係
る
科
目
」
と
は
、
主
に
「
相
談
援
助

の
基

盤
と
専

門
職
」
、
「
相
談
援
助
の
理
論
と
方
法
」
、
「
地
域
福
祉
の
理
論
と
方
法
」
、
「
福
祉
行
財
政
と

福
祉

計
画
」
、
「
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
組
織
と
経
営
」
 、

「
相
談
援
助
実
習
」
、
「
相
談
援
助
実
習
指
導
」
等
の

科
目

で
あ
る

こ
と
。
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〈実施するアンケート〉 

 

A.模擬試験難易度アンケート 

 あなたが受験した科目に関して、それぞれあなたの印象に最も近い評価の数字をマークシートに従って塗りつ

ぶしてください。なお、受験していない科目は、空欄で構いません。 

 本アンケートの回答内容は、12月上旬に郵送するあなたの成績表に記載されます。本アンケートに回答いただ

くことで、科目毎にあなたの解いたときの難易度の印象と、あなたの成績結果の比較をすることができます。問

題の難易度の感触と得点の実態を把握して、国家試験に向けた試験対策にお役立てください。 

 なお、本アンケートへの回答は、任意です。回答の有無あるいは内容によって、あなたに不利益が生じること

はありません。本アンケートへの回答をもって、趣旨への同意を得られたものとさせていただきます。 

 

B.進路意向（就労状況）等アンケート 

【アンケートの目的およびアンケート実施主体】 

 本アンケートは、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟が、養成校在校者及び既卒者の進路意向及

び就労の状況を把握し、今後の福祉人材確保対策推進及び社会福祉分野への進学推進の参考資料、今後のソーシ

ャルワーク教育の充実のための参考資料とすること、また厚生労働省：令和２年度社会福祉推進事業「新たな社

会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」の調査報告書掲載を目的として、

実施するものです。なお、本調査で得たデータは、統計的処理をしたうえで、報告書等で公表します。個人が特

定できる形式での公表はいたしません。 

   

【アンケート対象】 

 アンケート対象は、日本ソーシャルワーク教育学校連盟が実施する「2020年度社会福祉士・精神保健福祉士全

国統一模擬試験」の受験者とし、マークシート形式のアンケート用紙に回答いただくものとします。回答はすべ

て統計的に処理しますので、個別の氏名、学校名、受験番号、各自の模擬試験の得点、問題の解答番号等が明ら

かになることは一切ありません。また、上記目的以外に使用することも一切ありません。 

 なお、本アンケートへの回答は、任意です。回答の有無あるいは内容によって、あなたに不利益が生じること

はありません。本アンケートへの回答をもって、趣旨への同意を得られたものとさせていただきます。 

 

（注）上記アンケート A及び Bの回答マークシートは 1枚にまとまっています。 

続けて回答してください。 

 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

  

これ以降はアンケートの質問紙です。 

試験中は開かないでください。 

試験終了後、試験官の指示に従って回答してください。 

社会福祉士・精神保健福祉士全国統一模擬試験受験者調査 
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A.模擬試験難易度アンケート 

あなたが受験した以下の［1］～［25］の科目に関して、それぞれあなたの印象（簡単か・難しいか）に最も近い評価の

数字をマークシートに従って塗りつぶしてください。 

［1］人体の構造と機能及び疾病 

［2］心理学理論と心理的支援 

［3］社会理論と社会システム 

［4］現代社会と福祉 

［5］地域福祉の理論と方法 

［6］福祉行財政と福祉計画 

［7］社会保障 

［8］障害者に対する支援と障害者自立支援制度 

［ 9］低所得者に対する支援と生活保護制度              

［10］保健医療サービス 

［11］権利擁護と成年後見制度 

［12］社会調査の基礎 

［13］相談援助の基盤と専門職 

［14］相談援助の理論と方法 

［15］福祉サービスの組織と経営 

［16］高齢者に対する支援と介護保険制度 

［17］児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度         

［18］就労支援サービス 

［19］更生保護制度 

［20］精神疾患とその治療     

［21］精神保健の課題と支援      

［22］精神保健福祉相談援助の基盤     

［23］精神保健福祉の理論と相談援助の展開  

［24］精神保健福祉に関する制度とサービス 

［25］精神障害者の生活支援システム 

 

B.進路意向（就労状況）等アンケート 

Q1 あなたの年齢（年代）を選んでください。 

 1. 20代    2. 30代    3. 40代    4. 50代    5. 60代     6. 70代以上 

 

Q2 国家試験の受験予定について、当てはまるものを 1 つ選んでください。 

 1 来年（2021年）2月の国家試験を受験する 2 再来年（2022年）以降の国家試験を受験する 

 3 国家試験を受験する予定はない 

 

Q3 上記 Q2 で 1 又は 2 を選んだ方にお伺いします。受験予定の国家試験を選んでください。（複数回答可） 

 1 社会福祉士国家試験  2 精神保健福祉士国家試験  

  

【実習に関する質問】  

Q4 あなたは学校（養成校）で実習（社会福祉士・精神保健福祉士の受験資格を得るために必要な「相談援助実習」）

を行いましたか？または新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、代替実習（「相談援助実習」を現場の施設以外で

実施）を行いましたか？当てはまるものを 1 つ選んでください。 

 1 実習に行った・実習中である → Q5に進む  2 代替実習を行った・代替実習中である → Q5に進む 

 3 実習に行き、一部が代替実習だった → Q5に進む 4 行っていない（実習免除など）→ Q9に進む 

 

Q5 あなたが学校（養成校）で実習を行った分野（代替実習の場合はプログラム）をすべて選んでください。（複数回答可） 

 1 高齢者福祉関係  2 障害者福祉関係  3 児童・母子福祉関係  4 生活保護関係  5 地域福祉関係 

 6 医療関係（精神科以外） 7 行政相談所関係 8 精神保健福祉関係（精神科医療機関を含む） 9 その他 

  

Q6 上記 Q4 で 1、3 を選択した方（施設・機関に実習に行った方）にお伺いします。実習が就職予定先・就職活動先

（就労されている方は現在勤務先）の選択にあたり、与えた影響について、当てはまるもの１つ選んでください。 

 1 肯定的な影響を受けた           2 どちらかというと肯定的な影響を受けた 

 3 どちらかというと否定的な影響を受けた   4 否定的な影響を受けた 5 特に影響を受けなかった 
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Q7 上記 Q6 で 1、2、3、4（5 以外）を選択した方にお伺いします。誰または何から影響を受けたかについて当てはまる

ものを選んでください。（複数回答可） 

  1 実習を行った施設・機関に影響を受けた 2 実習先の実習指導者に影響を受けた    

 3 実習先の職員（実習指導者以外）に影響を受けた  4 実習教育を担当する教員の影響を受けた 

 5 実習先の利用者等に影響を受けた    6 実習先が立地する地域に影響を受けた 

 

Q8 上記 Q6 で 1 または 2 を選択した方にお伺いします。就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）

の選択に関して、当てはまるもの１つ選んでください。 

 1 実習を行った施設・機関に就職したいと考えている 2 実習を行った施設・機関に就職した（内定含む） 

 3 実習に行った施設・機関に影響は受けたが、その施設・機関に就職したいとは思わない 4 その他 

  

【学校（養成校）、進路選択に関する質問】 

Q9 あなたが社会福祉分野の学校（養成校）で学ぶことを目指した（意識した）年代を 1 つ選んでください。 

 1 小学生以下  2 中学生  3 高校生  4 大学生  5 社会人  6 その他 

 

Q10 あなたが社会福祉分野の学校（養成校）で学ぶことを目指した理由を選んでください。（複数回答可） 

 1 人の役に立ちたいから 2 人と関わるのが好きだから  3 社会で重要な仕事だと思ったから  

 4 自分や身近な人が福祉の支援を受けたことがあるから 5 親族・友人等が福祉の仕事をしているから  

 6 安定している分野だと思ったから  7 親族に勧められたから  8 学校の先生に勧められたから  

  9 先輩に勧められたから・誘われたから 10 国家資格を取得したいから  

  11 福祉に関する作品（小説・映画等）に影響を受けたから 12 その他 

  

Q11 あなたが社会福祉分野への就労を目指した（意識した）年代を 1 つ選んでください。 

 1 小学生以下   2 中学生  3 高校生  4 大学生  5 社会人  6 その他 

  

Q12 あなたが社会福祉分野での就労を目指した理由を選んでください。（複数回答可） 

  1 人の役に立ちたいから 2 人と関わるのが好きだから  3 社会で重要な仕事だと思ったから  

 4 自分や身近な人が福祉の支援を受けたことがあるから 5 親族・友人等が福祉の仕事をしているから  

 6 安定している分野だと思ったから  7 親族に勧められたから  8 学校の先生に勧められたから  

  9 先輩に勧められたから・誘われたから 10 国家資格を取得したいから  

  11 福祉に関する作品（小説・映画等）に影響を受けたから 12 その他 

  

Q13 あなたが社会福祉分野への就労や学校（養成校）を目指した際、周囲に否定的な反応を示した方はいましたか。

当てはまる人を選んでください。（複数回答可） 

1 親族が否定的だった     2 高校の先生が否定的だった  3 友人・知人が否定的だった   

4 実習先の職員が否定的だった 5 特に否定的な反応を示した人はいなかった 

 

【就職、就職活動に関する質問】 

Q14 あなたの現在の就職、就職活動の状況を 1 つ選んでください。 

 1 既に就労中 2 内定 3 就職活動中 4 これから就職活動をする 5 進学（大学院等） 6 その他 

 

Q15 上記 Q14 で 2 を選択した方にお伺いします。本年度に内定が出た時期を 1 つ選んでください。 

 1. 4月～5月頃  2. 6月頃   3. 7月頃    4. 8月頃   5. 9月頃   6. 10月頃  7. その他 
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Q16 上記 Q14 で 1 または 2 を選択した方にお伺いします。就労形態を 1 つ選んでください。 

 1 常勤（正職員） 2 非常勤 3 内定中で国家試験の合否等で変わる 4 その他 

 

Q17 あなたの就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）の分野を選んでください。（複数回答可） 

1 高齢者福祉関係  2 障害者福祉関係  3 児童・母子福祉関係  4 生活保護関係  5 地域福祉関係 

6 医療関係（精神科以外） 7 行政相談所関係 8 精神保健福祉関係（精神科医療機関を含む） 9 その他 

 

Q18 あなたの就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）の運営主体を 1 つ選んでください。 

1 社会福祉法人（社会福祉協議会を除く） 2 医療法人（病院等） 3 国・地方公共団体  

4 特定非営利活動法人（NPO法人） 5 社会福祉協議会 6 福祉に関係する一般企業 7 一般企業 8 その他 

 

Q19 あなたが就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）を選ぶにあたって、影響のあった学校（養

成校）の在学中の体験等のうち、当てはまるもの 3 つまで選んでください。 

 1 学校（養成校）で履修した座学の授業の内容 2 学校（養成校）で履修した実習  

 3 学校（養成校）で履修した演習科目 4 ゼミ教育 5 ボランティア活動 6 アルバイト経験 

 7 部活・サークル活動 8 就職活動  9 その他 

 

Q20 あなたが就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）を選ぶにあたって、学校（養成校）の在学

中に影響を受けた人のうち、当てはまるもの 3 つまで選んでください。 

 1 実習先の実習指導者  2 実習先の職員  3 ボランティア先の職員  4 アルバイト先の職員  

5 実習先やボランティア先の利用者 6 学校（養成校）の先生  

7 学校（養成校）の就職をサポートする職員  8 友人・同級生・同僚 9 先輩 10 親族 11 その他 

 

Q21 あなたが就職予定先・就職活動先（就労されている方は現在勤務先）を選ぶ上で重視することについて、当ては

まるもの 5 つまで選んでください。 

 1 仕事のやりがいがある    2 給料・賃金が高い  3 労働時間や休日の取得が希望に沿う    

 4 職場の環境（建物・立地等）が良い 5 自宅から通勤が可能 

 6 就職後のキャリアアップが用意されている  7 職場の人間関係が良好 8 雇用が安定している          

 9 実施事業や業務内容が魅力的である 10 地域に密着した活動を行っている  

 11 社会的に評価されている 

 

Q22 就職（就労されている方は転職）に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答可） 

 1 学校（養成校）の求人情報   2 求人情報会社のウェブサイト、SNS 

  3 就職予定先・就職活動先の法人等のウェブサイト、SNS  4 都道府県別の福祉人材センター  

 5 全社協の福祉のお仕事 6 ハローワーク  7 インターンシップ   8 専門職団体のウェブサイト 

 9 就職説明会（合同含む）  10 教員   11 先輩や卒業生      12 その他 
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【新型コロナウイルス感染症の拡大下の養成教育に関する質問】（該当する学校（養成校）の在学生のみ回答） 

Q23 2020 年度、学校（養成校）で相談援助実習指導、精神保健福祉援助実習指導の科目で遠隔授業を経験された

方にお伺いします。遠隔授業を受講した感想等を教えてください。（複数回答可） 

 1 通常の授業と遜色がなく分かりやすかった・通常授業より良かった 

 2 遠隔授業で自分の時間が有効に使えた   3 授業を受けるためのシステムの操作が難しかった  

 4 遠隔授業を理解するのが難しかった    5 長時間、PC等を使用することの疲労感、負担感があった  

 6 グループワークやディスカッションが難しかった  7 担当する先生の操作や進行が不慣れだった  

 8 履修登録や出席確認、レポート提出など授業以外の操作や手続きが難しかった 

 9 先生や同級生とコミュニケーションが取りにくかった  10 当てはまるものはない 

 

Q24 2020 年度、学校（養成校）で相談援助演習、精神保健福祉援助演習の科目で遠隔授業を経験された方にお伺

いします。遠隔授業を受講した感想等を教えてください。（複数回答可） 

 1 通常の授業と遜色がなく分かりやすかった・通常授業より良かった 

 2 遠隔授業で自分の時間が有効に使えた   3 授業を受けるためのシステムの操作が難しかった  

 4 遠隔授業を理解するのが難しかった    5 長時間、PC等を使用することの疲労感、負担感があった  

 6 グループワークやディスカッションが難しかった  7 担当する先生の操作や進行が不慣れだった  

 8 履修登録や出席確認、レポート提出など授業以外の操作や手続きが難しかった 

 9 先生や同級生とコミュニケーションが取りにくかった  10 当てはまるものはない 

 

Q25 2020 年度、学校（養成校）で代替実習（「相談援助実習」を現場の施設以外で実施）を経験された方にお伺いしま

す。代替実習の感想等を教えてください。（複数回答可） 

 1通常の実習と遜色がなく分かりやすかった・通常の実習より良かった 

 2 実習指導者の指導が一切受けられなかった 3 利用者に直接関わることが一切できなかった 

 4 実習先の施設に行けなかった       5 代替のプログラムがよくなかった（わかりにくかった） 

 6 実習報告会などで体験を共有できなかった 7 担当する先生の説明や進行、指導が不慣れだった 

 8 実習に行かず資格を取ることが不安だ   9 当てはまるものはない 

 

Q26 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学業・生活を行う上で、経済的な負担がありますか？当てはまるもの

1 つ選んでください。 

 1 特に問題はない 2 負担が増えたが、なんとかやっていける 3 負担が増え、やや厳しい 

 4 かなり厳しい    5 限界が来て経済的に困難な状況 

 

Q27 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、就職活動の負担が増えましたか？当てはまるもの 1 つ選んでくださ

い。 

 1特に問題はない・既に内定している 2 変更等が生じているが、なんとかやっていける  

 3 変更等が増え、やや厳しい     4 変更等が増えて、かなり厳しい   

 5 就職活動を実施または継続することが困難な状況  6 もともと就職する予定はない（進学等） 
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令和３年１月 
 
 

 

 

 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
会 長  白 澤 政 和 

 
厚生労働省 令和２年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」 

にかかる調査への協力について（ご依頼） 

謹啓 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
このたび、日本ソーシャルワーク教育学校連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業の補助金を

受け、『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業』

に取り組んでおります。 
一昨年６月に社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格とも

に令和３年度より新たなカリキュラムによる養成が実施されます。 
本事業では、地域において住民のニーズに適切に対応し、支援を行うことができる社会福祉士・

精神保健福祉士を養成するため、新たなカリキュラムによる教育方法等について調査研究を実施

するもので、全国の自治体を対象に、市区町村「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構

築事業」に関する調査を実施することといたしました。 

つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、本調査票に記入の上 令和３年１月３１日（日）

まで（消印有効） に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 

なお、調査票への記入は、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 ご担当者様

に回答をお願い申し上げます。 

ご多忙のところ恐縮に存じますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 
■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い 

本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用します。

調査の報告書等結果の公表において都道府県・市区町村・個人名を特定することは一切ありません。また、利用

目的を超えた使用はいたしません。 
本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、同意が

得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力への同意を

いただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利益を受けることが

ないことを保障いたします。 
 

■ 本事業の協力団体 （順不同） 

全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会 
日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会 
 

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館５階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：jimukyoku@jaswe.jp 

 

   

キ
リ
ト
リ 

 

ご担当者様 
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『新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける研修のあり方に関する調査研究事業』 
厚生労働省令和２年度 社会福祉推進事業 

市区町村「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」に関する調査 

 

2020年1月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 

調査票番号 M-473812 

 

《 調査へのご協力のお願い 》 

 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 ご担当者様へ 

 

 この調査は、市区町村の「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」についての実態

をお伺いし、今後の福祉・介護人材確保を進めていく上で参考となるデータを収集することを目的と

しております。 

 つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何卒、よろしくご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 なお、この調査は、厚生労働省令和２年度社会福祉推進費補助金により実施するものです。 

 

                     令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

 会 長  白澤 政和 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

《 ご記入にあたって 》 

◎ 回答のご記入は、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業担当者様にお願いいたします。 

◎ 回答は、該当する番号に○をつけて下さい。なお、一部必要事項を数字、言葉でご記入していただく

場合がありますが、その場合には、所定の位置に記入して下さい。 

◎ 回答を記入する際には、黒色または青色の筆記具ではっきりとお書き下さい。 

◎ ご回答いただきました調査票は、2020年１月31日（日）までに同封の返信用封筒にて切手を貼らずに郵

便ポストへ投函して下さい。 

◎ 調査票について、ご不明の点がございましたら下記までお問い合せください。 

◎ 回答について、わからない場合は、関係部局等に問合わせの上ご回答ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

〈お問い合わせ先〉 

日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館５階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：2020suishin @jaswe.jp 

担当：小森(こもり)、杉本 (すぎもと)、早坂（はやさか） 

  

キ
リ
ト
リ 

←番号は記入不要です 
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Ⅰ 貴自治体のことについてお聞きします。 

問１．あなたの自治体は何都道府県にありますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 茨城県 

９ 栃木県 

10 群馬県 

11 埼玉県 

12 千葉県 

13 東京都 

14 神奈川県 

15 新潟県 

16 富山県 

17 石川県 

18 福井県 

19 山梨県 

20 長野県 

21 岐阜県 

22 静岡県 

23 愛知県 

24 三重県 

25 滋賀県 

26 京都府 

27 大阪府 

28 兵庫県 

29 奈良県 

30 和歌山県 

31 鳥取県 

32 島根県 

33 岡山県 

34 広島県 

35 山口県 

36 徳島県 

37 香川県 

38 愛媛県 

39 高知県 

40 福岡県 

41 佐賀県 

42 長崎県 

43 熊本県 

44 大分県 

45 宮崎県 

46 鹿児島県 

47 沖縄県 

 

 

問２．あなたの自治体の種別について、あてはまるものに○をつけてください。 

 １ 政令市  ２ 中核市  ３ 政令市及び中核市以外の市  ４ 区  ５ 町  ６ 村 

 

問３．あなたの自治体の人口についてご記入ください。 

令和２年８月末現在：                      人 

 

問４．あなたの自治体の令和２年4月1日現在の全職員数及び民生部門の職員数ついて、総務省の地方公

共団体定員管理調査の数字をご記入ください。 

全職員数             人 民生部門職員              人 

 

問５．あなたの自治体の、「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業（以下、モデル事業）」

の２つの事業（地域力強化推進事業と多機関の協働による包括的支援体制構築事業）の実施状況をお

答え下さい（実施している箇所に○印をご記入ください） 

 

 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

地域力強化推進事業 
     

多機関の協働による包括

的支援体制構築事業 
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Ⅱ あなたの自治体の、今年度（2020年度）のモデル事業の委託の状況をお答え下さい。 

問６−１．地域力強化推進事業の実施についてお答え下さい。 

 

 

 副問 委託先で該当するものに○印をつけて下さい（複数の場合はすべて）。 

  

 

 

問６−２ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施についてお答え下さい。 

 

 

 副問 委託先で該当するものに○印をつけて下さい（複数の場合はすべて）。 

 

 

 

Ⅲ 今年度（2020年度）モデル事業の地域力強化推進事業についてお聞きします。 

今年度地域力強化推進事業を実施していない場合は、問９にお進み下さい。 

問７．地域力強化推進事業における「地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援」において、支援の対象とな

っている者には、どのような者を想定されていますか。下記の当てはまるものすべてに○印をつけて下さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

問８．地域力強化推進事業における「地域住民の相談を包括的に受け止める場の整備」において、「相談を受け

止める人」としては、どのような者を想定されていますか。下記の当てはまるものすべてに○印をつけて下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 委託していない（自治体直営で実施している）     ２ 委託している → 副問へ 

１ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  

３ 医療法人     ４ NPO法人              ５その他 

１ 委託していない（自治体直営で実施している）     ２ 委託している → 副問へ 

１ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  

３ 医療法人     ４ NPO法人              ５その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉協議会の職員  ３ 生活支援コーディネーター 

４ 民生・児童委員  ５ ボランティアコーディネーター ６ コミュニティソーシャルワーカー  

７ 地域住民  ８ その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉士  ３ 精神保健福祉士  ４ 介護支援専門員  

５ 相談支援専門員     ６ 介護福祉士  ７ 看護師      ８ 保健師 

９ その他 
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Ⅳ 今年度(2020年度)モデル事業の多機関の協働による包括的支援体制構築事業についてお聞き

します。今年度多機関の協働による包括的支援体制構築事業を実施していない場合は、問14にお進

み下さい。 

問９．相談支援包括化推進員の配置形態とそれぞれの配置人数をお答え下さい。 

 

 

 

  

 

問 10．相談支援包括化推進員の配雇用形態とそれぞれの配置人数をお答え下さい。 

 

  

 

 

 

問 11．相談支援包括化推進員を配置している機関をお答え下さい。下記の当てはまるものすべてに○印をつけ

て下さい。 

 

  

 

 

 

問 12．相談支援包括化推進員が保有している資格をお答え下さい。下記の当てはまるものすべてに○印をつけ

て下さい。 

 

  

 

 

問 13．今年度（２０２０年度）のモデル事業の実施において、社会福祉士あるいは精神保健福祉士の資格保有者

を積極的に活用されていますか。下記の当てはまるものに○印をつけた上で、副問にてその理由をお聞か

せください。 

 

  

   副問 ご回答の理由をお聞かせください。 

   

 

 

 

専任・専従             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

兼任                人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

 

常勤正規職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

常勤臨時職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

非常勤・嘱託職員             人（配置していない場合は0を記入して下さい） 

 

１ 自治体内の相談窓口（福祉課、保健課など）  ２ 社会福祉協議会内の相談窓口 

３ 地域包括支援センター  ４ 生活困窮者自立支援制度の自立相談窓口  

５ 地区センター（公民館） ６ その他 

１ 相談支援包括化推進員  ２ 社会福祉士  ３ 精神保健福祉士  ４ 介護支援専門員  

５ 相談支援専門員     ６ 介護福祉士  ７ 看護師   ８ 保健師  ９ その他 

１ 積極的に活用している  ２ まあ活用している  ３ とくに活用していない 
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問 14．次年度（２０２１年度）から実施される予定の「重層的支援体制整備事業」の実施の意向をお答え下さい。 

 

  

 

問 15．仮に、次年度（２０２１年度）以降に「重層的支援体制整備事業」を実施することになった場合、どのような形

態で実施する意向をお持ちですか。下記の当てはまるものに○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 16．仮に、次年度（２０２１年度）以降に「重層的支援体制整備事業」を実施することになった場合、当該事業を

実施するためにソーシャルワーカー（社会福祉士あるいは精神保健福祉士）を採用する意向をお持ちです

か。下記の当てはまるものをいくつでも○印をつけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅴ 令和２年６月４日付け参議院厚生労働委員会の地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を 

改正する法律案に対する附帯決議において、次のように決議されました。 
  

  

 

 

 

 

問 17．この附帯決議についてご存知でしたか。 

 

 
 

１ 実施する予定である  ２ 実施の予定はない  ３ 現時点ではどちらともいえない 

１ 自治体直営で実施する予定（委託は行わない） 

２ 委託して実施する予定 

 → 委託先として予定しているもので、該当するものに○印をつけて下さい。（いくつでも） 

  １ 社会福祉協議会  ２ 社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  ３ 医療法人 

４ NPO法人      ５ その他 

 １ 自治体所属のソーシャルワーカーを配置転換して採用する 

 ２ 自治体所属の社会福祉主事を配置転換して採用する  

 ３ 新規の正職員（臨時雇用正職員含む）のソーシャルワーカーを採用する 

 ４ 新規の非常勤職員（嘱託職員含む）のソーシャルワーカーを採用する 

 ５ 特にソーシャルワーカーの採用は考えていない 

「重層的支援体制整備事業について、同事業が介護、障害、子ども及び生活困窮の相談支援等に加え、

伴走支援、多機関協働、アウトリーチ支援等の新たな機能を担うことを踏まえ、同事業がより多くの市

町村において円滑に実施されるよう、裁量的経費を含めて必要な予算を安定的に確保するとともに、既

存の各種事業の継続的な相談支援の実施に十分留意し、その実施体制や専門性の確保・向上に向けた施

策を含め、市町村への一層の支援を行うこと。また、同事業を実施するに当たっては、社会福祉士や精

神保健福祉士が活用されるよう努めること」 

１ 承知していた    ２ はじめて知った 
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問 18．上記の附帯決議における社会福祉主事及び精神保健福祉士の活用について、あなたご自身の意見で結

構ですので、下記の当てはまるものに○印をつけた上で、副問にてその理由をお聞かせください。 

 
 

 

  

 

  副問 ご回答の理由をお聞かせください。 

 

１ 大いに活用すべきだと思う        ２ できれば活用すべきだと思う  

３ 活用すべきだとはあまり思わない     ４ 活用すべきだとはまったく思わない  

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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令和３年１月

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

会 長  白 澤 政 和

厚生労働省 令和２年度社会福祉推進事業 

「新たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業」 

にかかる調査への協力について（ご依頼） 
謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたび、日本ソーシャルワーク教育学校連盟では、厚生労働省社会福祉推進事業の補助金を受け、『新

たな社会福祉士養成カリキュラムにおける教員研修のあり方に関する調査研究事業』に取り組んでおります。 
一昨年６月に社会福祉士及び精神保健福祉士養成カリキュラムの見直しが行われ、両資格ともに令和３年

度より新たなカリキュラムによる養成が実施されます。

本事業では、地域において住民のニーズに適切に対応し、支援を行うことができる社会福祉士・精神保健

福祉士を養成するため、新たなカリキュラムによる教育方法等について調査研究を実施するもので、全国の

自治体を対象に、市区町村における「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」及び社会福祉法改正による「重

層的支援体制整備」における福祉専門職の活用等に関する調査を実施することといたしました。 

つきましては、調査の趣旨をご理解いただき、本調査票に記入の上 令和３年１月３１日（日）まで（消

印有効） に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。 

なお、調査票への記入は、首長様もしくは首長様のご意向を確認できる方に回答をお願い申し上げます。 

ご多忙のところ恐縮に存じますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

■ 本調査における倫理的配慮と個人情報に関する取り扱い

本調査で収集したすべての情報は、本連盟が厳重に管理を行い、本調査事業のデータとしてのみ使用します。

調査の報告書等結果の公表において都道府県・市区町村・個人名を特定することは一切ありません。また、利用

目的を超えた使用はいたしません。

本調査への協力は任意であり、対象者の自由な意思が尊重されます。本調査の趣旨をご一読いただき、同意が

得られる場合のみご返送くださいますようお願い申し上げます。本調査票の返送をもって調査協力への同意をい

ただいたものといたします。なお、同意されない場合には提出の必要はなく、いかなる不利益を受けることがな

いことを保障いたします。

■ 本事業の協力団体 （順不同）

全国社会福祉法人経営者協議会・全国社会福祉協議会

日本社会福祉士会・日本医療社会福祉協会・日本精神保健福祉士協会

■ 本調査の内容・倫理・配布・回収に関するお問い合わせ先

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 事務局（担当：早坂） 

〒108-0075 東京都港区港南4-7-8 都漁連水産会館5階 

TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 E-mail：jimukyoku@jaswe.jp 

キ
リ
ト
リ
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市区町村における「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」及び 

社会福祉法改正による「重層的支援体制整備」における 

福祉専門職の活用等に関する調査 

令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

調査票番号 G-012106

《 調査へのご協力のお願い 》 

市区町村長  各位 

この調査は、市区町村の首長様を対象に、各市区町村における地方創生に向けた取り組み・

考え方と、地域共生社会の実現に向けた福祉専門職（社会福祉士・精神保健福祉士）の活用等

についてお伺いし、今後の福祉・介護人材確保を進めていく上で参考となるデータを収集する

ことを目的として実施するものです。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何卒、よろしくご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、この調査は、「厚生労働省令和２年度社会福祉推進事業補助金」により実施するもの

です。 

令和３年１月 

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

会 長  白 澤  政 和 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

《 ご記入にあたって 》 

◎ 回答のご記入は、首長様もしくは首長様のご意向を確認できる方にお願いいたします。

◎ 回答は、該当する番号に○をつけて下さい。なお、一部必要事項を数字、言葉でご記入して

いただく場合がありますが、その場合には、所定の位置に記入して下さい。

◎ 回答を記入する際には、黒色または青色の筆記具ではっきりとお書き下さい。

◎ ご回答いただきました調査票は、令和３年１月３１日（日）までに同封の返信用封筒にて切

手を貼らずに郵便ポストへ投函して下さい。

◎ 調査票について、ご不明の点がございましたら下記までお問い合せください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

〈お問い合わせ先〉 

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 
TEL：03-5495-7242 FAX：03-5495-7219 

Eメール：2020suishin@jaswe.jp 
担当：小森(こもり)、杉本(すぎもと)、早坂（はやさか） 

←番号は記入不要です
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Ⅰ．基本属性 
 
問１．あなたの市区町村はどの都道府県にありますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１ 北海道 

２ 青森県 

３ 岩手県 

４ 宮城県 

５ 秋田県 

６ 山形県 

７ 福島県 

８ 茨城県 

９ 栃木県 

10 群馬県 

11 埼玉県 

12 千葉県 

13 東京都 

14 神奈川県 

15 新潟県 

16 富山県 

17 石川県 

18 福井県 

19 山梨県 

20 長野県 

21 岐阜県 

22 静岡県 

23 愛知県 

24 三重県 

25 滋賀県 

26 京都府 

27 大阪府 

28 兵庫県 

29 奈良県 

30 和歌山県 

31 鳥取県 

32 島根県 

33 岡山県 

34 広島県 

35 山口県 

36 徳島県 

37 香川県 

38 愛媛県 

39 高知県 

40 福岡県 

41 佐賀県 

42 長崎県 

43 熊本県 

44 大分県 

45 宮崎県 

46 鹿児島県 

47 沖縄県 

 

 
問２．あなたの市区町村の種別について、あてはまるものに○をつけてください。 

 １．都道府県  ２．政令市  ３．中核市  ４．政令市及び中核市以外の市  ５．特別区  ６．町  ７．村 

 
問３．あなたの市区町村名をご記入ください。 

区 市 

町 村 

 
問４．令和２年１１月末現在の、あなたの市区町村の人口、そのうち高齢者（65歳以上）人口及び高齢化率につい

てご記入ください。 

問４－１：総人口 

人 

問４－２：うち65歳以上人口 

人 

問４－３：高齢化率 

％ 

 
問５．あなたの市区町村の人口動態について、ここ５年間であてはまるものに○をつけてください。 

 

か
な
り
減
少

し
て
い
る 

少
し
減
少
し

て
い
る 

変
わ
ら
な
い 

少
し
増
加
し

て
い
る 

か
な
り
増
加

し
て
い
る 

１．総人口について １ ２ ３ ４ ５ 

２．若年層（15～34歳）人口について １ ２ ３ ４ ５ 

 
問６．あなたの市区町村の 2020 年４月１日現在の職員数及び社会福祉士・精神保健福祉士有資格者数をご記入く

ださい。 

区分 
うち社会福祉士 

有資格者 

うち精神保健福

祉士有資格者 

総務・企画・財政 人 人 人 

産業振興 人 人 人 

民政・教育 人 人 人 

全職員数（合計） 人 人 人 
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問７．あなたのお名前と役職をご記入ください。 

お名前 役職 

 

 

Ⅱ．「まち・ひと・しごと創生」（地方創生）について 
 
問８．あなたの市区町村は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（地方創生）第 2 期の基本目標についてどのよう

にお考えですか。重要度を５段階で表したとき、あてはまる箇所に○をつけてください。また、各項目につ

いて、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士・精神保健福祉士への期待について、あてはまる箇所に○

をつけてください。 

内容 
※各項目については、別添の参考資料をご参照ください。 

 

あなたの自治体に

おける重要度 

低い      高い 

社会福祉士・精神保健福

祉士への期待 

か
な
り
期

待
す
る 

ま
あ
期
待 

す
る 

あ
ま
り
期

待 

し
な
い 

全
く
期
待 

し
な
い 

1-1：地域資源・産業を生かした地域の競争力強化 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

1-2：専門人材の確保・育成 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

1-3：働きやすい魅力的な就業環境と担い手の確保 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-1：地方移住の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-2：若者の修学・就業による地方への定着推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-3：関係人口の創出・拡大 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

2-4：地方への資金の流れの創出・拡大 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-1：結婚・出産・子育ての支援 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-2：仕事と子育ての両立 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

3-3：地域の実情に応じた取組（地域アプローチ）の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-1：質の高い暮らしのための街の機能の充実 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-2：地域資源を活かした個性あふれる地域の形成 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

4-3：安心して暮らすことができるまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-1：一人ひとりが魅力づくりの担い手となる地方創生 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-2：地方公共団体等における多様な人材の確保 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-3：地域コミュニティの維持・強化 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-4：誰もが居場所と役割を持つ地域社会の実現 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

5-5：地域における多文化共生の推進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-1：地域における情報通信基盤等の環境整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-2：未来技術の活用による地域課題の解決、地域の魅力向上 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 

6-3：地方創生SDGsの実現などの持続可能なまちづくり １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ 
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問９．あなたの市区町村では、地方創生を進めていく上で、住民の生活を支えるために福祉の充実が必要だと思い

ますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．とても必要   ２．まあ必要  ３．あまり必要でない  ４．まったく必要でない 

 

問10．あなたの市区町村の状況について、あてはまるものに○をつけてください。 

 

か
な
り
該
当 

ま
あ
該
当 

あ
ま
り
該
当

し
な
い 

ま
っ
た
く
該

当
し
な
い 

１．福祉サービスを提供する事業所（社会福祉法人等）が不足している １ ２ ３ ４ 

２．介護や保育等福祉の人材が不足している １ ２ ３ ４ 

３．地域のコミュニティづくり等地域福祉を担う人材（専門職）が不足している １ ２ ３ ４ 

４．市区町村職員の採用に、新卒者の応募が少ない １ ２ ３ ４ 

５．地域づくりや地域おこしなどの企画力のある市区町村職員が不足している １ ２ ３ ４ 

６．福祉に関する計画を作成する職員が不足している １ ２ ３ ４ 

 
問11．令和２年６月、地域共生社会の実現に向けて社会福祉法が改正され、社会福祉士・精神保健福祉士の活用が

努力義務化されました。あなたの市区町村では、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者を採用した

いと思いますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．ぜひ採用したい  ２．まあ採用したい  ３．あまり採用したくない  ４．まったく採用したくない 

 
問12．社会福祉士と精神保健福祉士は、全国約300校の福祉系大学等で養成されていますが、あなたの市区町村の

福祉施策・福祉計画やまちづくりを企画する上で、あなたの市区町村近くの大学等との連携や協力を希望し

ますか。あてはまるものに○をつけてください。 

１．希望する   ２．まあ希望する   ３．あまり希望しない   ４．まったく希望しない 

 
   【副問】問12で「１．希望する」及び「２．まあ希望する」と回答した方にお伺いします。あなたの市区

町村は、具体的にどのようなことで福祉系大学等との連携や協力を希望しますか。あてはまるもの

に○をつけてください。 

 
か
な
り
希

望
す
る 

ま
あ
希
望

す
る 

あ
ま
り
希

望
し
な
い 

ま
っ
た
く

希
望
し
な

 

１．福祉系大学等と包括連携協定を締結する １ ２ ３ ４ 

２．社会福祉士や精神保健福祉士を目指す学生を自治体のインターンシップ

として受入れる 
１ ２ ３ ４ 

３．社会福祉士・精神保健福祉士養成に係る実習生を受入れる １ ２ ３ ４ 

４．社会福祉士・精神保健福祉士養成に係る実習先を自治体で斡旋する     

５．社会福祉士や精神保健福祉士を目指す学生が、あなたの市区町村の地域

住民との交流や、まちづくりの企画に参加する 
１ ２ ３ ４ 

６．空き家等を活用した社会福祉士や精神保健福祉士の地域滞在実習を実施

する 
１ ２ ３ ４ 
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か
な
り
希

望
す
る 

ま
あ
希
望

す
る 

あ
ま
り
希

望
し
な
い 

ま
っ
た
く

希
望
し
な

 

７．出身地である自治体に戻って就職することを条件に、大学等への就学に

係る奨学金を支給する 
１ ２ ３ ４ 

８．都市部の卒業生に、出身地ではない自治体への移住を支援する １ ２ ３ ４ 

９．その他 ※自由記述 

 

問13．令和元年度に、本連盟が社会福祉士・精神保健福祉士を養成する大学等の卒業年次生7,000人に調査したと

ころ、社会福祉士・精神保健福祉士の実習（福祉施設・機関や地域での実習）での経験が就職先・場所の選定

へ影響を及ぼしていることがわかりました。あなたの市区町村として、社会福祉士と精神保健福祉士の実習

に協力したいですか。 

１．ぜひ協力したい  ２．まあ協力したい   ３．あまり協力したくない   ４．まったく協力したくない 

 

 

Ⅲ．あなたの市区町村における社会福祉士・精神保健福祉士への期待について 
 

問14．来年度（令和３年度）から始まる『重層的支援体制整備事業』について、あなたの市区町村において、下記

のような複合化・複雑化した問題への対応の必要性と社会福祉士・精神保健福祉士への期待はどの程度あり

ますか？それぞれの項目について、あてはまるものに〇をつけてください。（それぞれ〇は１つずつ） 

※別添資料をご参照ください https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000564530.pdf 

 

必要性 期待 

と
て
も
必
要
だ

と
思
う 

あ
る
程
度
必
要

だ
と
思
う 

あ
ま
り
必
要
だ

と
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
必
要

だ
と
思
わ
な
い 

と
て
も
期
待
し

て
い
る 

あ
る
程
度
期
待

し
て
い
る 

あ
ま
り
期
待
し

て
い
な
い 

ま
っ
た
く
期
待

し
て
い
な
い 

１．8050 世帯など、相談者本人が属する世帯の中に、課

題を抱える者が複数人存在する世帯 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

２．介護と育児のダブルケアなど、相談者本人が複数の課

題を抱えている世帯 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

３．いわゆる『ゴミ屋敷』など、世帯全体が地域から孤立

している状態の状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

４．引きこもりなど、支援のニーズの表明ができない人に

支援を届ける状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

５．既存の事業・制度では対応することが難しく、新たに

事業・制度化が求められる状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

６．地域の多様な関係者による会議体の形成・運営が求め

られる状況 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 

７．横断的な対応（「縦割り」ではない対応）をするため、

様々な分野の事業や機関の調整機能が求められる 
１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ 
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問15．令和２年６月、国会で改正社会福祉法案を採決する際、参議院の付帯決議で、『重層的支援体制整備事業

を実施するに当たっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること』と決議されていま

す。この付帯決議に対して、あなたの市区町村では何か対応されていますか。あてはまるものに○をつけて

ください。（複数回答可）  

項目 対応している 対応していない 

１．自治体所属のソーシャルワーカーを配置転換して採用する １ ２ 

２．自治体所属の社会福祉主事を配置転換して採用する １ ２ 

３．新規の正職員（臨時雇用正職員含む）のソーシャルワーカーを採用する １ ２ 

４．新規の非常勤職員（嘱託職員含む）のソーシャルワーカーを採用する １ ２ 

５．特にソーシャルワーカーの採用は考えていない １ ２ 

６．その他（                           ） １ ２ 

 

問16．来年度（令和３年度）から実施される予定の「重層的支援体制整備事業」のモデル事業の実施の意向をお答

え下さい。 

 １．実施する予定である  ２．実施の予定はない  ３．現時点ではわからない 

 

問17．仮に、来年度（令和３年度）から重層的支援体制整備事業を実施することになった場合に、あなたの市区町

村では、「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備のための実施体制構築における支援拠点はど

のようなものを想定していますか。あてはまるものに○をつけてください。 

事業・拠点のタイプ 箇所数  

１．基本型事業・拠点 箇所  

２．統合型事業・拠点 箇所 統合分野：（            ） 

３．地域型事業・拠点 箇所  

４．その他 箇所  

 

問18. 仮に、来年度（令和３年度）から重層的支援体制整備事業を実施することになった場合に、あなたの市区町

村では、「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の整備のための実施体制構築における支援拠点の運

営形態はどのようなものを想定していますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

１．市区町村直営 

２．外部委託（委託先→  イ．社会福祉協議会  ロ．社会福祉法人（社会福祉協議会以外）  ハ．医療法人  二.NPO法人) 

３．その他（                                        ） 

 

問19．社会福祉士・精神保健福祉士に関する認識や行政における採用等に関して、ご感想、ご意見、ご提案など

何でも結構ですから自由にご記入ください。 

 

 

ご協力ありがとうございました 

同封の返信用封筒にて、１月３１日（日）までにご投函ください。 
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